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東
洋
史
論
集
四
四

朝

鮮

後

期

の

都

庫

山

本

進

は

じ

め

に

朝
鮮
後
期
（
一
七
―
一
九
世
紀
）
は
倭
銀
や
常
平
通
宝
の
広
汎
な
流
通
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
商
品
経
済
が
飛
躍
的
に
発
達
し
た
時
代

で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
漢
城
を
中
心
に
貢
人
（
官
物
納
入
業
者
）
や
市
廛
（
公
許
商
人
）
、
乱
廛
（
無
許
可
商
人
）
、
客
主
（
委
託
販

売
業
者
）
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
形
態
の
商
人
が
登
場
し
、
ま
た
京
商
・
松
商
・
萊
商
・
湾
商
な
ど
海
外
貿
易
と
関
連
す
る
地
域
別
商
人

集
団
も
出
現
し
た
。
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
都
庫
と
は
、
全
国
各
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
物
産
を
大
量
に
買
い
集
め
、
最
大
消
費
地
で

あ
る
漢
城
の
市
廛
あ
る
い
は
乱
廛
に
販
売
す
る
卸
売
り
商
人
の
こ
と
で
あ
る
。

都
庫
は
都
賈
と
も
称
さ
れ
、
稀
に
都
雇
や
都
執
と
も
記
さ
れ
る
。
都
庫
と
都
賈
は
音
通
（
ト
ゴ
、

）
し
、
買
い
占
め
商
人
あ
る
い
は

도
고

買
い
占
め
行
為
を
意
味
す
る
。
本
稿
で
は
庫
と
賈
の
字
義
の
違
い
を
考
慮
し
て
都
庫
を
商
人
・
商
店
、
都
賈
を
商
行
為
と
書
き
分
け
区
別
す

る
こ
と
に
す
る
が
、
史
料
上
に
お
い
て
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
都
賈
よ
り
都
庫
の
方
が
使
用
例
が
古
く
、「
都
庫
を
設
け
る
」

な
ど
の
表
現
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
初
は
物
貨
集
積
庫
を
意
味
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
筆
者
に
よ
る
上
記
の
使
い
分
け
も
あ

な
が
ち
恣
意
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
朝
鮮
後
期
商
業
史
は
主
と
し
て
戦
後
の
大
韓
民
国
で
精
力
的
な
史
料
発
掘
と
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
先
学
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朝
鮮
後
期
の
都
庫
（
山
本
）

の
学
説
整
理
に
委
ね(

)

、
こ
こ
で
は
都
庫
に
関
す
る
先
行
研
究
の
み
取
り
上
げ
た
い
。
都
庫
に
触
れ
た
研
究
は
膨
大
に
存
在
す
る
が
、
韓
国

1

で
は
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
、
安
秉
珆
が
「
買
占
業
者
と
し
て
の
『
都
賈
』
は
か
な
り
古
く
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
だ
し
商
品
流
通

の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
『
富
商
』『
大
賈
』
『
都
賈
』
な
ど
は
不
可
避
的
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に(

)

、
歴
史

2

的
存
在
と
し
て
の
都
庫
は
等
閑
に
付
さ
れ
、
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
劉
元
東
は
、
特
権
的
商
人
で
あ
る
市
廛
に
対
立
す

る
新
興
商
業
勢
力
と
し
て
乱
廛
に
注
目
し
、
そ
の
一
形
態
と
し
て
都
庫
を
挙
げ
て
い
る
が
、
都
庫
の
実
態
に
踏
み
込
ん
だ
分
析
は
行
っ
て
い

な
い(

)

。
一
方
姜
万
吉
は
、
国
役
負
担
と
引
き
替
え
に
政
府
か
ら
独
占
権
を
付
与
さ
れ
た
市
廛
に
よ
る
「
官
商
都
賈
」
と
経
済
的
実
力
を
背

3

景
と
し
た
乱
廛
に
よ
る
「
私
商
都
賈
」
と
の
対
立
図
式
で
都
庫
を
描
出
し
て
い
る(

)

。
乱
廛
の
私
商
都
賈
に
つ
い
て
は
、
金
泳
鎬
が
先
買
・

4

買
占
・
産
地
支
配
の
三
形
態
に
分
け
て
分
析
し
て
い
る
が(

)

、
そ
れ
ら
は
初
期
独
占
の
深
度
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
市

5

場
支
配
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
社
会
的
分
業
が
如
何
な
る
変
貌
を
遂
げ
た
の
か
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ん
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
一
九

七
〇
年
代
以
後
は
、
姜
万
吉
の
提
示
し
た
官
商
と
私
商
が
対
立
し
た
と
い
う
構
図
が
韓
国
の
商
業
史
研
究
に
お
い
て
支
配
的
見
解
と
な
っ
て

い
る(

)

。
6

他
方
日
本
で
は
姜
万
吉
の
研
究
に
対
し
、
河
原
林
静
美
が
官
商
都
賈
と
私
商
都
賈
と
の
二
分
論
を
批
判
し
、
実
際
に
は
市
廛
（
官
商
）
も

私
商
も
そ
の
都
賈
行
為
に
お
い
て
際
立
っ
た
違
い
が
存
在
し
な
い
と
論
駁
し
た(

)

。
ま
た
乱
廛
と
国
家
権
力
と
の
密
接
な
関
係
性
に
注
目
し

7

た
須
川
英
徳
は
、
乱
廛
に
よ
る
都
賈
行
為
の
背
景
に
宮
房
・
官
司
・
軍
門
な
ど
の
「
権
力
機
関
」
に
よ
る
新
た
な
特
権
授
与
と
収
奪
の
関
係

を
見
出
し
た
（
須
川
書
、
七
四
―
七
五
頁
）。
総
じ
て
先
行
研
究
は
韓
日
を
問
わ
ず
買
い
占
め
行
為
で
あ
る
都
賈
に
関
心
を
集
中
さ
せ
て
お

り
、
都
庫
を
商
人
の
一
類
型
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
須
川
は
「
都
賈
（
も
し
く
は
都
庫
）
と
い
う
語
は
、
大
規
模
に
品
物
を
買
い
集
め
る
（
あ
る
い
は
集
積
す
る
）
と
い
う
意
味
が

も
と
も
と
の
語
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
官
司
に
物
品
を
納
入
す
る
貢
人
の
場
合
に
、
『
都
庫
貢
人
』
と
称
さ
れ
た
り
、
納
入
さ
れ
た
物

品
の
代
価
は
『
都
庫
定
式
』
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
、
と
い
う
用
例
が
あ
り
、
都
庫
と
い
う
語
自
体
に
は
非
難
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
い
」
と
指

摘
す
る
（
須
川
書
、
五
九
頁
）。
語
義
自
体
の
理
解
と
し
て
は
正
鵠
を
射
て
い
る
が
、
用
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
建
築
や
造
船
に
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東
洋
史
論
集
四
四

用
い
る
木
材
を
納
入
す
る
貢
人
に
関
す
る
史
料
で
あ
り
、
彼
ら
は
他
業
種
と
は
異
な
り
比
較
的
早
期
か
ら
内
都
庫
・
外
都
庫
を
設
置
し
て
官

用
材
を
独
占
的
に
収
買
す
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
て
い
て
、
『
外
都
庫
官
議
』『
外
都
庫
旧
節
目
』
『
外
都
庫
節
目
』
な
ど
関
連
す
る
官
撰
史
料

も
残
さ
れ
て
い
る
。
内
外
都
庫
は
国
家
か
ら
買
い
占
め
行
為
を
黙
認
さ
れ
た
特
権
商
人
で
あ
っ
た(

)

。
こ
の
よ
う
な
一
部
の
例
外
的
事
例
を

8

除
く
と
、
英
祖
期
以
降
頻
繁
に
登
場
す
る
都
庫
あ
る
い
は
都
賈
の
語
は
物
価
操
縦
と
結
び
付
け
て
非
難
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
圧
倒

的
に
多
く
、
都
賈
と
い
う
買
い
占
め
行
為
で
物
価
が
上
昇
し
た
と
い
う
の
は
一
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
支
配
層
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
こ
と

も
ま
た
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
都
賈
に
よ
っ
て
物
価
が
不
当
に
吊
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
貢
市
人
ら
の
訴
え
は
果
た
し
て
真
実
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
一

八
世
紀
後
半
は
常
平
通
宝
が
大
量
に
市
場
へ
散
布
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
長
期
的
に
緩
や
か
な
物
価
上
昇
が
起
き
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な
い
。
ま
た
た
と
え
ば
凶
作
な
ど
に
起
因
す
る
短
期
的
な
米
価
騰
貴
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
独
り
都
庫
だ
け
の
せ
い
で
は
な
く
、
農
民
・

地
主
・
商
人
な
ど
現
物
を
握
る
全
て
の
者
の
囤
積
居
奇
（
買
い
占
め
と
売
り
惜
し
み
）
に
起
因
す
る
こ
と
は
、
中
国
史
な
ど
を
参
照
す
れ
ば

自
明
で
あ
る
。

第
二
に
、
大
規
模
に
物
貨
を
買
い
集
め
る
行
為
は
確
か
に
独
占
価
格
の
形
成
に
繫
が
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
安
秉
珆
が
言
う
よ
う

に
商
品
流
通
に
お
け
る
当
然
の
帰
結
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
商
品
市
場
が
定
期
市
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
場
合
、
売
り
手
と
買
い
手
は
斡
旋
・

仲
介
業
者
（
中
国
で
は
牙
行
・
牙
人
・
牙
儈
な
ど
と
、
朝
鮮
で
は
駔
儈
・
主
人
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
須
川
書
、
一
三
〇
頁
で
は
駔
儈
を
馬
喰

と
解
釈
し
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
馬
匹
売
買
に
限
定
し
た
用
例
は
確
認
で
き
な
い
）
を
通
じ
て
自
由
に
取
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

牙
行
や
駔
儈
が
不
正
を
働
か
な
い
限
り
価
格
の
操
縦
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
八
世
紀
の
漢
城
の
よ
う
に
大
規
模
な
市
場
が
形
成
さ
れ
、

流
通
過
程
で
社
会
的
分
業
が
発
生
す
る
と
、
物
貨
を
集
荷
し
こ
れ
を
小
売
業
者
に
卸
す
仲
買
問
屋
が
発
生
す
る
。
彼
ら
は
よ
り
大
量
の
物
資

を
仕
入
れ
る
目
的
で
、
時
に
は
物
資
流
通
の
要
衝
で
商
人
を
待
ち
伏
せ
し
て
勒
買
（
強
制
的
買
い
入
れ
）
を
行
う
こ
と
さ
え
あ
る
。

中
国
の
経
済
的
先
進
地
で
あ
る
江
南
地
方
に
お
い
て
は
、「
無
頼
」
に
よ
る
「
把
持
行
市
」
と
称
さ
れ
る
牙
行
の
勒
買
行
為
が
社
会
問
題

化
し
た
の
は
明
末
清
初
す
な
わ
ち
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
の
時
期
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
社
会
的
分
業
の
展
開
に
対
応
し
た
地
方
衙
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朝
鮮
後
期
の
都
庫
（
山
本
）

門
の
商
人
に
対
す
る
当
官
（
舗
戸
の
役
）
賦
課
の
強
化
が
あ
っ
た(

)

。
中
国
の
地
方
衙
門
に
相
当
す
る
収
奪
主
体
が
朝
鮮
漢
城
の
財
政
官
庁

9

（
戸
曹
や
宣
恵
庁
・
賑
恤
庁
な
ど
）
や
「
権
力
機
関
」
と
総
称
さ
れ
る
宮
房
・
衙
門
・
軍
門
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
剔
出
し
た
須
川
の

研
究
は
卓
見
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
で
は
都
庫
が
如
何
な
る
社
会
的
分
業
の
発
展
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
言
及

が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

一
九
世
紀
に
入
る
と
都
庫
は
漢
城
か
ら
地
方
へ
と
拡
散
す
る
が
、
須
川
は
そ
れ
を
「
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
首
都
を
中
心
と
す
る
商
業

で
は
単
純
な
買
い
占
め
と
価
格
釣
り
上
げ
を
内
容
と
す
る
都
庫
行
為
は
影
を
ひ
そ
め
、
む
し
ろ
地
方
の
邑
・
場
市
な
ど
に
都
庫
行
為
が
拡
散

し
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
象
が
発
生
し
た
理
由
を
漢
城
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
の
首
都
商
業
は
、
単
純
な
買
い
占
め
が
困
難
な
ほ
ど
に
商
圏
が
拡
大
し
、
商
品
去
来
額
が
増
大
し
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
」（
須
川

書
、
九
四
―
九
五
頁
）
と
捉
え
、
漢
城
商
業
の
量
的
拡
大
が
都
庫
問
題
を
発
展
的
に
解
消
し
た
と
理
解
し
て
い
る
。

一
八
世
紀
末
よ
り
「
権
力
機
関
」
が
新
た
な
財
源
と
し
た
の
は
地
方
浦
口
に
お
け
る
独
占
的
斡
旋
・
仲
介
権
で
あ
る
客
主
権
で
あ
っ
た
。

須
川
は
李
炳
天
の
先
行
研
究
を
引
用
し
、「
漢
城
周
辺
に
お
い
て
は
十
七
世
紀
半
ば
か
ら
、
地
方
浦
口
に
お
い
て
は
十
八
世
紀
末
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
客
主
が
発
生
し
て
お
り
、
京
江
に
お
い
て
は
主
に
船
商
と
の
専
属
契
約
の
集
積
に
よ
り
、
地
方
浦
口
に
お
い
て
は
官
衙
・
宮
房
が
既

存
の
浦
口
商
人
を
追
認
も
し
く
は
否
定
し
て
新
た
に
客
主
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
客
主
権
が
成
立
し
て
い
っ
た
」（
須
川
書
、
一
二

四
―
一
二
五
頁
）
と
述
べ
る
。

土
地
税
や
人
頭
税
に
財
政
の
基
盤
を
置
い
て
い
た
明
清
や
李
朝
が
急
速
に
発
達
す
る
商
業
に
対
し
税
制
上
の
網
掛
け
を
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
地
方
衙
門
や
「
権
力
機
関
」
が
個
別
的
・
非
法
定
的
徴
収
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
理
解
は
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
原
因

を
中
央
政
府
の
怠
慢
や
宮
房
・
官
衙
あ
る
い
は
地
方
衙
門
に
よ
る
恣
意
的
な
収
奪
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
税
制

は
「
原
額
主
義
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
新
た
な
財
源
が
発
生
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
正
規
財
政
が
直
ち
に
新
税
を
科
派
す
る
こ
と
は
悪
政
と

見
な
さ
れ
た
。
逆
に
税
収
が
見
込
め
な
く
な
っ
た
部
門
で
も
容
易
に
税
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
新
財
源
か
ら
補
塡
す
る
こ
と
で
帳
尻

を
合
わ
せ
て
い
た
。
中
国
の
『
賦
役
全
書
』
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
よ
う
に
、
税
の
名
目
と
実
態
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
乖
離
す
る
の
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が
常
で
あ
り
、
新
た
に
発
生
し
た
商
業
的
剰
余
に
対
す
る
徴
収
は
非
法
定
的
で
は
あ
る
が
恣
意
的
と
は
言
え
な
い
。

本
稿
の
目
的
は
都
庫
を
買
い
占
め
・
売
り
惜
し
み
で
独
占
利
潤
を
貪
る
商
人
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
流
通
過
程
の
再
編
成
と
い
う
文
脈

か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
夙
に
河
原
林
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
官
商
都
賈
と
私
商
都
賈
と
の
対
立
と
い
う
図
式
か
ら
一
八
世
紀

商
業
を
把
握
す
る
見
方
は
採
ら
ず
、
む
し
ろ
明
末
清
初
の
中
国
江
南
に
お
け
る
牙
行
の
成
長
を
参
考
に
し
て
、
都
庫
に
仲
買
問
屋
と
し
て
の

性
質
を
見
出
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
付
随
し
て
都
庫
や
客
主
に
よ
る
独
占
が
決
し
て
商
業
の
発
展
を
阻
害
す
る
も
の
で

は
な
く
、
発
展
の
結
果
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
最
後
に
朝
鮮
の
新
興
商
人
層
が
辛
亥
通
共
以
後
も
特
定
の
宮
房
・
官
衙
に
投
属

し
て
納
税
と
引
き
替
え
に
保
護
を
受
け
た
の
に
対
し
、
中
国
で
は
各
衙
門
に
よ
る
特
定
商
人
の
囲
い
込
み
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
重
要

な
相
違
点
を
、
両
国
の
行
財
政
制
度
の
違
い
か
ら
考
察
す
る
。

一

貢

人

と

都

庫

朝
鮮
後
期
の
漢
城
で
は
正
規
の
商
業
従
事
者
は
貢
人
と
市
廛
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
併
せ
て
貢
市
人
と
呼
ば
れ
た
。
貢
人
は
大
同
法
の
施

行
に
よ
っ
て
登
場
し
た
政
府
公
認
の
貢
物
調
達
業
者
で
あ
る
。
大
同
法
と
は
そ
れ
ま
で
各
邑
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
貢
物
を
米
や
布
な
ど
貨
幣

機
能
を
有
す
る
商
品
（
現
物
貨
幣
）
に
よ
っ
て
代
納
さ
せ
、
宣
恵
庁
が
大
同
米
・
布
を
代
価
と
し
て
貢
人
に
必
需
物
資
を
購
入
さ
せ
る
制
度

で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
私
的
な
防
納
（
貢
物
代
納
）
か
ら
民
戸
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
各
種
の
税
源
を
地
税
に
一
元
化
し
て
宣
恵
庁
で
集

中
管
理
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
方
市
廛
は
国
初
よ
り
漢
城
に
居
住
す
る
商
人
で
あ
る
が
、
大
同
法
の
施
行
に
伴
い
国
役
と
称
さ
れ
る
物

品
調
達
や
役
務
提
供
を
義
務
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
代
償
と
し
て
禁
乱
廛
権
と
称
さ
れ
る
独
占
的
売
買
権
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
須
川
書
、
二
〇
頁
）。
こ
れ
に
反
し
、
市
廛
商
が
平
市
署
の
市
案
に
登
録
さ
れ
た
物
種
以
外
の
商
品
を
売
買
し
た
り
、
市
廛
以
外

の
商
人
が
市
廛
の
物
種
を
売
買
す
る
こ
と
（
お
よ
び
そ
の
行
為
者
）
は
乱
廛
と
称
さ
れ
、
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
た
。
但
し
貢
人
・
市

廛
・
乱
廛
の
別
を
問
わ
ず
、
流
通
体
系
に
お
け
る
社
会
的
分
業
は
未
発
達
で
あ
っ
た
。
須
川
に
よ
る
と
「
商
品
流
通
組
織
自
体
は
未
分
化
で
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あ
り
、
行
商
・
船
商
が
自
ら
産
地
に
お
も
む
い
て
商
品
を
買
い
入
れ
、
消
費
地
へ
と
運
ん
で
販
売
し
た
。
商
人
が
自
己
商
品
の
運
送
を
行
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
専
業
的
運
送
業
者
の
分
化
や
為
替
送
金
業
者
の
出
現
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
（
須
川
書
、
三
二
〇
―
三

二
一
頁
）
ら
し
い
。
但
し
こ
れ
ま
で
商
品
流
通
の
上
流
に
位
置
す
る
行
商
・
船
商
と
下
流
に
位
置
す
る
漢
城
の
貢
人
・
市
廛
・
乱
廛
と
の
関

係
に
は
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
須
川
を
含
む
先
行
研
究
は
市
廛
や
乱
廛
あ
る
い
は
船
商
や
客
主
と
い
っ
た
商
人
層
と
宮
房
・
官
衙

な
ど
「
権
力
機
関
」
と
の
対
抗
と
癒
着
に
注
目
し
て
議
論
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
上
流
の
買
付
業
者
（
中
国
で
は
客
商
と
総
称
さ
れ

る
）
と
下
流
の
小
売
業
者
（
中
国
で
は
坐
賈
と
総
称
さ
れ
る
）
と
が
如
何
な
る
方
法
で
取
引
を
行
っ
て
い
た
の
か
は
依
然
と
し
て
不
明
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
明
末
清
初
以
降
の
華
中
南
主
要
都
市
で
は
、
定
期
市
に
お
け
る
斡
旋
・
仲
介
業
者
で
あ
っ
た
牙
行
が
自
己
資
本
に
よ
っ
て
商
品

を
買
い
入
れ
、
こ
れ
を
坐
賈
に
卸
売
り
す
る
仲
買
問
屋
に
成
長
し
て
い
た
。
朝
鮮
の
漢
城
で
仲
買
問
屋
に
特
化
し
た
商
人
を
特
定
す
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
が
、
仲
買
問
屋
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
生
じ
た
「
白
拉
」「
把
持
行
市
」
に
似
た
現
象
は
散
見
さ
れ
る
。
中
国
で
こ
れ
を

行
っ
た
の
は
「
無
頼
」
と
総
称
さ
れ
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
で
も
「
遊
手
無
頼
の
輩
」
が
要
路
に
待
ち
伏
せ
し
て
廉
価
で
勒
買
す
る

行
為
が
見
ら
れ
た
（
須
川
書
、
三
四
頁
。
典
拠
は
正
祖
一
五
年
正
月
二
五
日
付
の
蔡
済
恭
の
上
啓
）
。
彼
ら
は
乱
廛
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
よ
う
な
買
い
占
め
行
為
は
都
賈
と
呼
ば
れ
、
ま
た
そ
の
行
為
者
は
都
庫
と
言
わ
れ
た
。

都
庫
は
漢
城
で
自
然
発
生
し
た
買
い
占
め
商
人
で
あ
る
た
め
、
そ
の
起
源
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
粛
宗
一
八
年
（
一
六

九
二
）
五
月
一
七
日
付
、
礼
曹
判
書
柳
命
賢
の
上
啓
に
、
辛
酉
年
（
一
六
八
一
）
貢
人
の
経
営
が
破
綻
し
尽
く
逃
散
し
た
た
め
、
廟
堂
は
戸

曹
銀
一
万
三
千
両
を
貸
し
出
し
て
元
利
の
返
済
に
充
て
さ
せ
る
と
と
も
に
、
都
庫
の
規
を
創
出
し
、
貢
物
価
米
の
半
分
を
貢
人
に
支
給
し
、

も
う
半
分
は
官
家
よ
り
都
庫
に
納
め
て
、
料
紙
を
買
い
付
け
さ
せ
た
と
見
え
る
こ
と
か
ら(

)

、
そ
の
原
義
は
政
府
出
資
の
貢
物
買
い
付
け
機

10

関
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る(

)

。
粛
宗
二
〇
年
に
も
兵
曹
判
書
尹
趾
善
が
「
昔
年
長
興
庫
が
蕩
尽
し
収
拾
不
能
と
な
っ
た
の
で
、
清
城
府
院
君

11

金
錫
冑
と
驪
陽
府
院
君
閔
維
重
が
長
興
庫
を
主
管
し
、
都
庫
と
名
付
け
て
官
員
に
業
務
を
委
ね
、
以
て
国
役
に
応
じ
さ
せ
た
。
都
庫
は
紙
廛

・
茵
席
廛
・
柳
［
鍮
］
器
廛
に
対
し
銀
六
二
九
〇
余
両
の
債
務
を
負
っ
た
」
と
上
啓
し
て
お
り(

)

、
市
廛
か
ら
物
品
を
買
い
付
け
る
機
関
で

ご

ざ

12
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あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

下
っ
て
英
祖
三
年
に
は
李
重
協
が
戸
曹
の
上
啓
と
し
て
「
甲
申
年
（
一
七
〇
四
）
故
判
書
閔
鎮
厚
が
養
賢
庫
の
貢
物
欠
乏
を
打
開
す
る
た

め
、
司
贍
寺
を
革
罷
し
て
本
曹
に
業
務
を
移
管
し
、
少
数
の
貢
人
に
命
じ
て
都
庫
を
作
ら
せ
、
国
役
を
負
担
さ
せ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に(
)

、
都
庫
は
貢
人
と
は
別
建
て
の
貢
物
調
達
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
実
際
の
業
務
は
貢
人
に
委
ね
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
翌

13

年
に
は
洪
景
輔
も
戸
曹
の
上
啓
と
し
て
「
近
来
貢
人
が
奢
侈
に
溺
れ
、
万
余
石
も
の
価
米
を
浪
費
に
充
て
る
の
で
、
応
納
物
種
が
全
く
措
備

で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
都
庫
を
設
置
し
、
宣
恵
庁
の
貢
物
代
価
は
全
て
都
庫
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
お
り(

)

、
都
庫
の
役

14

割
は
貢
人
の
責
任
を
代
替
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
英
祖
一
八
年
（
一
七
四
二
）
に
も
工
曹
判
書
金
始
炯
が
「
三
月
一
六
日
、
偶
然
の
失
火
に

よ
り
鴨
島
草
場
の
都
庫
の
家
舎
が
全
焼
し
、
積
置
さ
れ
て
い
た
草
製
品
が
灰
燼
に
帰
し
た
」
と
し
て
、
曾
て
白
木
廛
が
失
火
に
よ
り
国
役
を

免
除
さ
れ
た
事
例
に
倣
い
、
今
回
も
貢
人
の
応
役
を
免
除
せ
よ
と
請
願
し
て
い
る
事
例
が
あ
り(

)

、
本
来
都
庫
と
は
貢
人
が
設
け
た
官
物
収

15

蔵
庫
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
都
庫
と
は
本
来
買
い
占
め
や
売
り
惜
し
み
と
は
無
関

係
な
、
貢
人
の
貢
物
納
付
を
支
援
ま
た
は
代
替
す
る
機
関
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
都
庫
に
戸
曹
の
銀
や
宣
恵
庁
の
大
同
米
布
が
大
量
に
投
入

さ
れ
た
こ
と
、
都
庫
を
運
営
す
る
の
は
貢
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
貢
物
を
都
買
し
、
そ
れ
が
結
果
的
に
物
価
の
操
縦
に
繫
が
っ
た

こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

た
だ
貢
人
の
経
営
が
行
き
詰
ま
っ
た
の
は
洪
景
輔
が
言
う
よ
う
な
浪
費
の
せ
い
で
は
な
か
っ
た
。
李
重
協
の
上
啓
の
直
後
、
司
諫
院
正
言

趙
明
翼
は
「
近
年
以
来
国
用
は
倍
増
し
て
お
り
、
元
貢
の
他
に
追
加
上
納
が
あ
る
。
し
か
し
宣
恵
庁
や
戸
曹
は
随
時
代
価
を
支
給
せ
ず
、
依

頼
の
喫
緊
な
る
や
否
や
に
依
っ
て
支
払
い
を
加
減
す
る
。
未
だ
半
額
の
規
則
が
公
布
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
事
目
に
違
反
し
、
親
疎
に
依
っ

て
支
払
い
を
延
ば
す
。
且
つ
官
司
が
貢
人
を
私
的
に
使
役
す
る
こ
と
は
朝
廷
の
禁
令
に
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
最
近
で
は
遵
守
さ
れ
ず
、
貢

納
困
難
化
の
一
端
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
曾
て
は
良
質
の
貢
物
で
あ
れ
ば
高
額
を
提
示
し
て
買
お
う
と
し
て
も
買
え
な
か
っ
た

の
に
、
今
で
は
半
額
で
売
ろ
う
と
し
て
も
買
い
手
が
付
か
な
い
」
と
述
べ
て
い
る(

)

。
す
な
わ
ち
財
政
の
逼
迫
、
官
吏
の
収
奪
、
市
場
競
争

16

力
の
低
下
な
ど
の
諸
要
因
に
よ
り
貢
人
が
没
落
し
た
の
で
あ
る
。
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都
庫
の
意
味
が
買
い
占
め
・
売
り
惜
し
み
に
よ
る
物
価
操
縦
に
変
容
し
た
の
は
一
七
四
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主
体
は
市
廛
や
富
民

す
な
わ
ち
官
商
都
賈
や
私
商
都
賈
で
あ
っ
た
。
た
だ
貢
人
が
物
価
操
縦
と
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
英
祖
三
七
年
（
一
七
六

一
）
五
月
に
は
右
議
政
洪
鳳
漢
が
、
漢
城
内
の
貢
人
と
江
上
の
米
商
が
米
を
買
い
占
め
て
い
る
と
述
べ
、
同
年
六
月
に
は
行
副
司
直
洪
麟
漢

が
、
宣
恵
庁
近
所
の
人
や
貢
人
輩
が
米
を
都
執
積
置
す
る
の
で
価
格
が
日
ご
と
に
高
騰
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る(

)

。
翌
英
祖
三
八
年
に
も

17

漢
城
府
判
尹
具
允
明
が
、
漢
城
の
米
貴
は
都
下
の
貢
人
と
江
上
の
貿
商
に
よ
る
囤
積
居
奇
が
原
因
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る(

)

。
こ
の
よ
う

18

に
貢
人
も
機
会
さ
え
あ
れ
ば
買
い
占
め
に
よ
る
大
儲
け
を
企
図
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
貢
物
代
納
業
者
と
い
う
貢
人
の
性

格
か
ら
考
え
た
場
合
、
彼
ら
が
時
と
し
て
一
攫
千
金
を
狙
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
流
通
過
程
を
再
編
成
す
る
動
機
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
市
廛
も
同
様
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
専
売
権
を
活
用
し
、
所
謂
「
権
力
機
関
」
か
ら
の
収
奪
を
極
小
化

す
る
こ
と
で
独
占
利
潤
を
確
保
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
商
品
流
通
が
一
定
程
度
以
上
に
発
展
し
、
漢
城
内
で
の
小
売
業
だ
け
で
は
十

分
な
利
益
が
得
ら
れ
な
く
な
る
と
、
彼
ら
は
進
ん
で
仲
買
業
に
手
を
拡
げ
た
。
そ
れ
が
一
七
四
〇
年
代
以
降
の
都
庫
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に

市
廛
と
都
庫
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。

二

市

廛

と

都

庫

朝
鮮
前
期
漢
城
の
市
廛
は
商
税
を
賦
課
さ
れ
て
い
た
が
、
市
場
に
対
す
る
独
占
権
は
授
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
七
世
紀
前

期
に
財
政
事
情
が
悪
化
し
た
た
め
、
六
矣
廛
を
中
心
と
す
る
有
力
市
廛
に
対
し
禁
乱
廛
権
と
引
き
替
え
に
国
役
が
科
派
さ
れ
始
め
、
や
が
て

各
市
廛
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
市
廛
側
も
新
興
商
人
と
の
競
争
に
勝
ち
抜
く
た
め
、
市
場
独
占
権
を
必
要
と
し
て
い
た
。
こ
れ
が
姜
万
吉
以

来
の
通
説
的
見
解
で
あ
る(

)

。
従
っ
て
市
廛
す
な
わ
ち
官
商
が
禁
乱
廛
権
を
槓
杆
と
し
て
都
賈
を
行
う
の
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
き

19

た
。
そ
し
て
一
七
四
〇
年
代
か
ら
活
動
が
顕
著
に
な
る
都
庫
は
禁
乱
廛
権
の
桎
梏
を
突
き
破
っ
て
成
長
し
た
乱
廛
に
よ
る
「
私
商
都
賈
」
で
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あ
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
市
廛
の
物
種
独
占
権
に
例
外
を
設
け
た
の
は
他
な
ら
ぬ
朝
鮮
政
府
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
孝
宗
元
年
（
一
六
五
〇
）
正
月
訓
錬
都
監
は
、
最
近
都
監
の
砲
手
（
銃
兵
）
が
奉
足
価
布
を
売
る
時
、
米
商
は
乱
廛
で
あ
る
と
誣
告

し
、
法
司
の
吏
が
軍
布
を
属
公
（
没
収
）
す
る
と
訴
え
、
同
年
閏
一
一
月
に
も
都
監
の
軍
兵
が
奉
足
価
布
を
発
売
す
る
時
、
刑
曹
の
禁
卒
が

乱
廛
と
称
し
て
強
奪
し
た
り
贖
木
を
徴
収
し
た
り
す
る
と
訴
え
、
「
今
後
軍
兵
市
廛
勿
禁
」
と
い
う
回
答
を
引
き
出
し
て
い
る(

)

。
訓
錬
都

20

監
の
砲
手
は
給
料
を
綿
布
で
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
市
廛
や
刑
曹
の
下
吏
は
そ
の
販
売
を
乱
廛
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
砲
手
に
は
良

質
の
綿
布
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
常
木
（
通
常
の
綿
布
）
と
交
換
し
て
食
糧
や
生
活
必
需
品
を
購
入
し
て
い
た
が
、
恐
ら
く

そ
の
過
程
で
奉
足
価
布
を
都
売
し
巨
利
を
貪
る
行
為
が
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
政
府
は
兵
士
を
保
護
す
る
た
め
、
か
か
る
商

行
為
を
乱
廛
か
ら
切
り
離
し
た
の
で
あ
る
。

訓
錬
都
監
軍
士
に
よ
る
乱
廛
は
粛
宗
元
年
（
一
六
七
五
）
閏
五
月
に
も
問
題
化
し
、
大
司
憲
尹
鑴
は
従
前
都
監
の
軍
士
五
〇
名
が
坐
市
販

売
を
許
さ
れ
た
た
め
、
市
廛
民
が
被
害
を
受
け
て
い
る
と
し
て
、
軍
士
に
よ
る
乱
廛
を
禁
止
せ
よ
と
上
啓
し
た(

)

。
し
か
し
翌
二
年
一
〇
月

21

に
は
工
曹
判
書
柳
赫
然
が
「
訓
錬
都
監
の
軍
兵
ら
は
料
布
に
よ
り
生
計
を
立
て
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
父
母
や
妻
子
の
あ
る
者
は
給
付
さ

れ
た
料
布
で
は
生
活
が
困
難
で
、
工
役
に
よ
り
資
生
す
る
者
、
あ
る
い
は
転
販
に
よ
り
資
生
す
る
者
が
い
る
。
過
日
軍
兵
の
商
行
為
は
朝
廷

が
定
式
に
よ
っ
て
禁
断
し
た
が
、
彼
ら
の
手
持
ち
の
物
は
発
売
禁
止
の
対
象
外
と
さ
れ
た
の
は
然
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」「
氈

笠
や
網
巾
は
皆
砲
手
が
製
造
し
、
発
売
し
て
資
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
網
巾
廛
人
が
上
言
し
て
、
戸
曹
が
砲
手
を
禁
断
し
市
廛
人
に
利

益
を
独
占
さ
せ
る
べ
し
と
上
啓
す
る
に
至
っ
た
が
、
こ
れ
は
甚
だ
不
都
合
で
あ
る
」
と
反
論
し
て
い
る(

)

。
兵
卒
に
よ
る
乱
廛
は
料
布
か
ら

22

笠
や
網
巾
（
馬
毛
製
の
ヘ
ア
バ
ン
ド
）
な
ど
「
手
持
ち
の
物
」
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
家
内
手
工
業
製
品
に
ま
で
拡
大
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

粛
宗
三
年
に
は
戸
曹
判
書
呉
始
寿
が
砲
手
の
乱
廛
も
市
廛
と
同
様
国
役
を
負
担
さ
せ
る
べ
し
と
提
案
し
、
訓
錬
院
も
納
税
に
応
じ
る
こ
と
に

よ
り
仁
祖
朝
以
来
の
慣
行
が
守
ら
れ
る
と
判
断
し
た
こ
と
で
、
両
者
の
歩
み
寄
り
が
模
索
さ
れ
た(

)

。
し
か
し
そ
の
後
し
ば
ら
く
軍
士
の
乱

23

廛
に
関
わ
る
平
市
署
と
軍
門
と
の
確
執
は
続
い
た(

)

。
24
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た
だ
軍
士
の
乱
廛
は
営
内
で
発
生
す
る
廃
物
を
利
用
し
た
手
内
職
品
販
売
の
域
を
出
ず
、
都
賈
を
行
う
経
済
力
は
な
か
っ
た
。
都
賈
を
始

め
た
の
は
他
な
ら
ぬ
市
廛
で
あ
っ
た
。
英
祖
一
六
年
（
一
七
四
〇
）
大
司
成
沈
聖
希
の
上
疏
に
よ
る
と
「
当
初
の
収
税
規
則
は
、
鮮
魚
と
乾

魚
は
課
税
対
象
に
含
ま
れ
ず
、
塩
魚
の
み
商
船
か
ら
徴
税
し
て
い
た
が
、
己
酉
年
（
一
七
二
九
）
に
廃
止
さ
れ
た
。
何
故
な
ら
典
僕
輩
が
弊

害
を
為
し
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
魚
物
廛
人
が
隙
に
乗
じ
突
如
と
し
て
塩
魚
も
ま
た
魚
廛
の
貨
利
で
あ
る
と
訴
え
る
よ
う
に
な
り
、
水

陸
行
商
お
よ
び
京
江
主
人
は
皆
彼
ら
の
掌
握
下
に
入
っ
た
。
彼
ら
は
都
庫
と
称
し
た
り
義
契
と
称
し
た
り
し
て
、
ほ
と
ん
ど
丘
に
登
っ
て
市

場
を
壟
断
す
る
の
と
同
じ
で
あ
り
、
取
り
残
し
は
な
い
。
そ
の
欲
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
妄
り
に
乱
廛
と
称
し
て
官
に
訴
え
、
重
罪
を
負
わ

せ
る
に
至
る
。
商
旅
は
利
を
失
い
、
怨
声
は
路
に
連
な
り
、
京
江
の
居
民
は
廃
業
に
至
っ
て
い
る
」
と
あ
り(

)

、
魚
物
廛
が
都
庫
・
義
契
と

25

称
し
て
水
陸
行
商
や
京
江
主
人
を
傘
下
に
収
め
、
江
上
の
居
民
を
排
除
し
て
利
益
を
独
占
し
て
い
た
。

一
方
、
英
祖
五
年
（
一
七
二
九
）
趙
翼
命
が
伝
え
た
漢
城
府
の
上
啓
に
は
「
今
沿
江
の
居
民
厳
時
ら
の
訴
状
に
よ
る
と
、
漁
商
船
が
京
江

に
停
泊
す
る
と
内
外
魚
物
廛
人
ら
が
群
を
成
し
て
到
来
し
、
売
値
を
交
渉
せ
ず
廉
価
で
抑
買
す
る
。
少
し
で
も
価
格
を
論
じ
る
と
、
乱
廛
と

称
す
る
ぞ
と
脅
し
、
私
的
に
殴
打
す
る
だ
け
で
な
く
、
捕
ら
え
て
法
司
に
突
き
出
し
、
罰
金
刑
を
科
す
る
こ
と
で
、
生
計
が
成
り
立
た
な
い

よ
う
に
さ
せ
る
。
魚
商
ら
は
痛
み
骨
髄
に
入
っ
て
い
る
が
、
強
弱
の
差
が
懸
絶
し
て
お
り
、
未
だ
改
善
に
は
及
ん
で
い
な
い
と
あ
る
」
と
見

え
る(

)

。
魚
物
廛
民
は
漢
城
府
内
で
の
独
占
販
売
権
こ
そ
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
商
品
の
強
制
的
買
い
付
け
権
は
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

26

そ
こ
で
彼
ら
は
法
司
（
刑
曹
下
吏
）
と
結
託
し
、
乱
廛
を
脅
し
文
句
と
し
て
魚
商
か
ら
勒
買
し
た
り
値
段
交
渉
を
拒
否
し
た
り
し
始
め
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
市
廛
の
圧
迫
に
屈
し
た
商
人
の
一
部
が
都
庫
や
義
契
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

他
の
物
種
に
つ
い
て
も
調
べ
て
見
よ
う
。
英
祖
二
〇
年
（
一
七
四
四
）
四
月
、
領
議
政
金
在
魯
は
「
平
市
署
の
報
告
お
よ
び
塩
廛
市
民
の

訴
状
に
よ
る
と
、
塩
廛
都
庫
の
暴
虐
が
顕
著
に
な
っ
た
た
め
、
塩
船
を
は
じ
め
魚
船
・
醢
（
塩
辛
）
船
・
柴
船
・
木
物
船
は
皆
内
需
司
や
諸

官
司
に
投
属
し
て
保
護
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
上
啓
し
、
備
辺
司
副
提
調
洪
象
漢
も
「
塩
廛
だ
け
で
な
く
十
数
年
来
諸
廛
に
は
皆
都
庫

が
あ
り
、
本
廛
の
市
人
は
漢
城
内
で
無
頼
の
輩
を
糾
合
し
て
江
上
に
送
り
、
都
庫
を
設
置
し
て
、
外
方
よ
り
商
船
が
来
泊
す
る
と
品
物
を
低

価
勒
買
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
、
右
議
政
趙
顕
命
も
「
都
庫
が
出
来
し
て
か
ら
柴
束
の
如
き
微
細
な
物
種
も
江
民
は
任
意
に
売
買
す
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る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る(

)

。
ま
た
英
祖
一
七
年
、
趙
栄
国
は
備
辺
司
の
上
啓
と
し
て
「
只
今
市
廛
の
痼
弊
で
京
外
民

27

人
が
強
い
不
満
を
示
す
の
は
、
ひ
と
え
に
都
庫
が
市
価
を
操
縦
し
専
利
を
強
奪
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
弊
害
は
極
ま
り
な
い
。
ま
た
京
兆

（
漢
城
府
）
に
命
じ
て
厳
禁
痛
断
す
べ
き
で
あ
る
。
中
で
も
最
も
弊
害
の
深
刻
な
三
江
柴
木
廛
・
塩
醢
廛
の
類
は
首
謀
者
を
捜
し
出
し
、
刑

曹
に
移
送
し
て
厳
罰
に
処
す
べ
き
で
あ
る
」
と
唱
え
て
い
る(

)

。
更
に
英
祖
二
二
年
に
は
掌
令
金
翰
運
が
「
最
近
聞
く
と
こ
ろ
で
は
麻
浦
の

28

富
民
三
〇
―
四
〇
人
が
大
家
に
集
ま
っ
て
廛
号
を
作
り
、
各
種
の
魚
醢
物
種
を
一
所
に
積
置
し
、
名
付
け
て
都
庫
と
言
う
。
価
格
を
操
作
し

て
発
売
し
、
食
品
を
高
騰
さ
せ
て
い
る
。
且
つ
京
外
を
問
わ
ず
醢
商
が
麻
浦
に
来
泊
す
る
と
、
収
税
と
称
し
て
、
白
蝦
で
あ
れ
ば
毎
船
十
分

の
一
の
税
を
勒
索
し
、
そ
の
他
の
塩
辛
も
甕
数
の
多
寡
に
応
じ
て
毎
船
一
〇
余
両
を
収
税
す
る
」
と
述
べ
て
い
る(

)

。
因
み
に
『
各
廛
記
事
』

29

に
よ
る
と
、
癸
丑
年
（
一
七
三
三
ま
た
は
一
七
九
三
）
外
廛
は
、
麻
浦
の
船
主
人
（
江
上
魚
商
主
人
と
も
称
さ
れ
て
い
る
）
呉
世
万
・
李
東

石
・
車
天
載
・
林
蕃
・
李
世
興
・
李
次
万
・
姜
世
柱
ら
が
三
江
無
頼
の
輩
七
〇
余
名
を
率
い
て
江
上
に
魚
廛
を
私
設
し
、
各
処
の
魚
商
の
物

貨
を
都
執
し
て
、
こ
れ
を
都
庫
と
呼
ん
で
い
る
と
刑
曹
に
提
訴
し
て
い
る(

)

。
30

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
非
難
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
が
市
廛
で
は
な
く
都
庫
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
都
庫
は
市
廛
が
麻
浦
な
ど
の

浦
口
に
設
置
し
た
倉
庫
で
あ
り
、
市
廛
が
派
遣
し
た
「
無
頼
の
輩
」
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
江
上
商
人
や
船
商
よ
り
商
品
を
低
価
で
勒
買
し

て
い
た
。
一
方
、
魚
醢
の
事
例
で
は
、
麻
浦
の
「
富
民
」
が
団
結
し
て
乱
廛
を
結
成
し
、「
無
頼
の
輩
」
を
率
い
て
都
庫
を
運
営
し
て
い
た
。

こ
こ
で
は
都
庫
が
買
い
占
め
行
為
で
は
な
く
買
い
占
め
機
関
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
設
置
主
体
は
概
ね
市
廛
で
あ
る
が
、
乱
廛
の
都
庫
も
あ
れ

ば
前
章
で
見
た
よ
う
に
貢
人
の
都
庫
も
あ
っ
た
こ
と
、
以
上
二
点
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

そ
れ
で
は
漢
城
で
の
専
売
権
を
保
障
さ
れ
て
い
る
市
廛
が
何
故
浦
口
に
お
い
て
都
庫
の
設
置
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
船
商

が
浦
口
に
来
泊
す
る
と
、
江
上
の
居
民
が
価
格
を
交
渉
し
て
貨
物
を
買
い
取
り
、
そ
れ
を
漢
城
の
市
廛
に
売
り
捌
い
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ

る
。
し
か
し
浦
口
に
お
け
る
物
貨
集
散
量
が
増
大
す
る
と
、
市
廛
は
江
上
居
民
を
排
除
し
、
暴
力
的
手
段
も
辞
さ
ず
に
商
品
を
大
量
買
い
付

け
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
市
廛
が
仲
買
業
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
江
上
の
富
民
層
も
私
設
の
市
廛
す
な
わ
ち
乱
廛
を

結
成
し
、
都
庫
を
開
設
し
て
仲
買
業
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
。
英
祖
二
〇
年
八
月
に
は
李
春
躋
が
儀
賓
府
の
上
啓
と
し
て
、
従
来
京
江
塩
商
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船
人
は
塩
廛
（
都
庫
）
の
苛
酷
な
徴
税
を
逃
れ
る
た
め
内
需
司
に
投
属
し
て
い
た
が
、
市
廛
の
訴
え
に
よ
り
革
罷
さ
れ
た
た
め
、
今
度
は
儀

賓
府
へ
来
た
り
、
若
干
の
税
銭
と
引
き
替
え
に
公
家
の
保
護
を
願
い
出
た
と
報
告
し
て
い
る(

)

。
こ
の
事
件
は
須
川
に
よ
り
一
般
商
人
が
納

31

税
を
通
じ
て
権
力
的
背
景
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
（
須
川
書
、
五
九
―
六
一
頁
）
、
視
点
を
変
え
れ
ば
塩
商
や
船
人

が
塩
廛
都
庫
の
勒
索
を
回
避
す
る
た
め
、
や
む
を
得
ず
公
権
力
の
保
護
を
求
め
た
と
も
読
み
取
れ
る
。

仮
に
都
庫
を
物
種
専
売
権
の
延
長
上
に
措
定
さ
れ
る
商
品
買
い
占
め
権
と
解
釈
す
る
と
、
何
故
一
七
四
〇
年
代
頃
か
ら
都
庫
が
頻
出
す
る

よ
う
に
な
る
の
か
が
説
明
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
都
庫
を
一
種
の
仲
買
問
屋
と
見
な
す
と
、
こ
の
時
期
の
商
業
発
展
が
流
通
過
程
の
再
編

成
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
整
合
的
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
漢
城
で
消
費
さ
れ
る
大
量
の
物
貨
は
そ
の
多
く
が
麻
浦
な
ど
の
浦
口
や
楼
院

な
ど
陸
上
交
通
の
要
衝
を
経
由
し
て
流
入
し
て
い
た
。
こ
こ
に
都
庫
と
い
う
仲
買
問
屋
が
発
生
し
、
城
内
の
市
廛
に
商
品
を
卸
売
り
し
始
め

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
彼
ら
は
時
と
し
て
暴
力
的
手
段
を
も
辞
さ
ず
に
船
商
か
ら
無
理
や
り
物
貨
を
抑
買
し
て
い
た
。
し
か
し
明
末

中
国
で
仲
買
問
屋
が
勃
興
し
た
時
も
、
「
無
頼
」
に
よ
る
「
白
拉
」
「
白
頼
」
や
「
把
持
行
市
」
と
い
っ
た
貨
物
の
強
奪
や
私
税
の
徴
収
は

見
ら
れ
た
。
流
通
過
程
の
寡
占
的
掌
握
は
暴
力
行
使
を
も
厭
わ
な
い
程
魅
力
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
流
通
過
程
が
再
編
成
さ
れ
る

と
末
端
の
小
売
商
に
過
ぎ
な
い
市
廛
は
仕
入
れ
価
格
の
決
定
権
を
都
庫
に
握
ら
れ
て
し
ま
う
。
彼
ら
が
江
上
に
都
庫
を
開
設
し
た
の
は
取
扱

商
品
の
安
定
的
確
保
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
り
、
江
上
の
富
民
も
仲
買
業
に
よ
る
利
益
を
得
よ
う
と
目
論
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

都
庫
の
禁
止
が
朝
廷
で
議
論
さ
れ
る
の
は
英
祖
二
九
年
（
一
七
五
三
）
漢
城
府
右
尹
李

の
発
議
を
嚆
矢
と
す
る
。
同
年
四
月
五
日
、
彼

は
「
大
抵
魚
物
廛
に
は
内
外
両
廛
が
あ
る
が
、
外
廛
は
江
上
で
折
価
勒
買
し
、
そ
の
利
を
独
占
し
て
い
る
。
も
し
他
人
が
勝
手
に
売
買
を
行

え
ば
、
乱
廛
と
し
て
捉
納
す
る
。
故
に
船
人
は
元
手
を
失
っ
て
帰
り
、
物
価
は
こ
れ
に
よ
り
騰
貴
し
、
そ
の
弊
害
は
堪
え
難
い
。
臣
は
そ
の

中
の
佐
飯
（
塩
魚
）・
塩
・
醢
の
三
廛
を
廃
止
し
よ
う
と
欲
す
る
が
、
霊
城
君
（
朴
文
秀
）
の
考
え
は
廃
止
に
反
対
で
あ
る
」
と
述
べ
、
京

江
三
外
廛
、
特
に
外
魚
物
廛
の
廉
価
で
の
勒
買
行
為
が
深
刻
化
し
て
い
る
と
主
張
し
た(

)

。
外
魚
物
廛
は
一
七
世
紀
に
城
門
外
に
お
い
て
結

32

成
さ
れ
た
新
興
の
市
廛
で
あ
る
が
（
須
川
書
、
四
六
頁
）
、
李

は
彼
ら
が
江
上
で
都
賈
を
行
っ
て
い
る
と
し
て
、
塩
・
醢
両
廛
と
併
せ
て

京
江
に
お
け
る
市
廛
の
都
庫
を
禁
止
し
よ
う
と
図
っ
た
の
で
あ
る
。
四
月
二
二
日
、
李

は
袖
の
中
か
ら
節
目
を
取
り
出
し
て
読
み
上
げ
、
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「
曾
て
裁
可
を
受
け
た
漢
城
府
の
節
目
に
よ
る
と
、
四
分
の
三
は
廛
人
に
売
買
を
委
ね
、
四
分
の
一
は
船
人
の
自
由
販
売
を
許
し
、
禁
乱
廛

権
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
節
目
が
制
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
只
今
廛
人
は
四
分
の
一
に
つ
い
て
も
、
許
可

を
受
け
た
公
事
で
あ
り
節
目
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
、
禁
乱
廛
権
不
行
使
の
条
文
も
遵
行
せ
ず
、
四
分
の
一
さ
え
も
船
人
の
自

由
販
売
を
許
さ
な
い
。
こ
こ
か
ら
推
し
量
っ
て
見
て
も
、
も
し
市
廛
を
革
罷
し
な
け
れ
ば
、
乱
廛
（
取
り
締
ま
り
）
の
弊
を
除
く
途
は
無
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
が
、
朴
文
秀
は
「
各
路
の
船
人
が
物
資
を
積
載
し
て
来
る
と
、
所
謂
江
主
人
な
る
者
が
い
て
接
待
籠

絡
し
、
船
人
を
し
て
彼
ら
の
物
貨
を
自
由
に
売
ら
せ
ま
い
と
す
る
。
こ
う
し
て
江
人
は
価
格
を
引
き
下
げ
て
買
い
付
け
、
利
益
を
横
取
り
す

る
。
廛
人
の
弊
は
誠
に
李

の
言
の
通
り
で
あ
る
が
、
江
人
の
弊
も
ま
た
こ
の
よ
う
に
多
い
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
江
上
市
廛
だ
け
で
な
く

江
主
人
も
売
買
を
壟
断
し
て
い
る
と
反
論
し
て
い
る(
)

。
33

こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
、
市
廛
は
原
則
と
し
て
漢
城
内
で
の
物
種
専
売
権
を
行
使
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
頃
既
に
浦
口
で
の
買
い

付
け
に
も
触
手
を
伸
ば
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
漢
城
府
も
ま
た
江
上
市
廛
に
舶
来
貨
物
の
四
分
の
三
を
上
限
と
し
た
独
占
的
買
い

取
り
権
を
付
与
し
て
い
た
ら
し
い
。
一
方
朴
文
秀
は
市
廛
の
弊
害
を
認
め
つ
つ
も
、
彼
ら
を
擁
護
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
か
、
む
し
ろ
責
任

を
江
上
の
仲
買
人
に
押
し
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
両
者
の
主
張
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
一
八
世
紀
中
葉
の
京
江
浦
口
で
は
江
上
市
廛
と
江

主
人
が
共
に
都
賈
を
行
い
、
商
品
仕
入
れ
の
主
導
権
を
巡
っ
て
熾
烈
な
戦
い
を
繰
り
広
げ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

議
論
は
こ
こ
で
決
着
せ
ず
、
七
月
九
日
に
は
李

が
再
度
沿
江
市
廛
の
革
罷
を
強
く
求
め
た
の
に
対
し
、
霊
城
君
朴
文
秀
は
「
李

が
（
沿

江
市
廛
を
）
革
罷
せ
よ
と
言
う
の
は
堂
々
た
る
正
論
だ
が
、
三
江
魚
廛
お
よ
び
塩
廛
・
卵
醢
廛
の
都
合
五
廛
は
皆
三
百
年
来
の
市
廛
で
あ
り
、

も
し
（
沿
江
市
廛
を
）
革
罷
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
五
廛
は
皆
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
誠
に
困
難
で
あ
る
。
今
も
し
そ

の
廛
を
革
罷
せ
ず
、
乱
廛
（
取
り
締
ま
り
）
の
弊
を
革
罷
す
る
な
ら
、
好
都
合
で
あ
る
」
と
反
論
し
、
行
左
参
賛
申
晩
も
「
李

は
江
廛
を

革
罷
し
た
後
、
乱
廛
都
庫
の
弊
を
除
去
す
べ
し
と
言
い
、
朴
文
秀
は
老
舗
の
市
廛
は
革
罷
が
難
し
い
の
で
、
こ
れ
を
革
罷
せ
ず
弊
害
を
救
済

す
る
の
が
良
い
と
言
う
が
、
臣
の
意
見
は
霊
城
と
同
じ
で
あ
る
。
洪
鳳
漢
と
左
相
・
右
相
の
意
見
も
皆
そ
う
だ
」
と
し
て
朴
文
秀
に
同
調
し

た
。
行
副
司
直
洪
鳳
漢
は
「
宰
臣
（
李

）
の
発
言
は
正
論
で
は
あ
る
が
、
今
た
と
え
こ
れ
を
革
罷
し
て
も
、
し
ば
ら
く
す
る
と
必
ず
復
活
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す
る
だ
ろ
う
。
も
し
（
市
廛
を
）
革
罷
せ
ず
そ
の
弊
害
だ
け
を
除
く
方
途
が
有
る
な
ら
、
必
ず
し
も
革
罷
し
な
く
て
よ
い
。
臣
が
聞
く
と
こ

ろ
で
は
、
銅
雀
江
の
人
は
先
に
銭
を
出
し
て
魚
物
廛
に
納
め
、
魚
物
廛
人
は
銭
を
受
け
取
っ
た
後
は
取
り
締
ま
り
を
行
わ
ず
、
任
意
の
売
買

を
許
す
の
で
、
迷
惑
を
被
る
こ
と
は
無
い
と
言
う
。
他
江
で
も
こ
の
例
に
倣
っ
て
執
行
す
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
（
彼
ら
は
）
既
に
均

役
庁
へ
納
税
し
て
い
る
の
に
、
更
に
魚
物
廛
に
も
銭
を
納
め
さ
せ
る
の
は
困
難
だ
」
と
述
べ
た
。
こ
の
間
朴
文
秀
は
一
貫
し
て
革
罷
に
反
対

し
、
李

も
主
張
を
曲
げ
な
か
っ
た
の
で
、
廷
議
は
中
断
さ
れ
た(
)

。
七
月
一
九
日
に
再
開
さ
れ
た
議
論
で
は
、
国
王
英
祖
が
市
廛
を
革
罷

34

せ
ず
都
庫
の
弊
の
み
を
除
去
す
べ
き
だ
と
す
る
朴
文
秀
の
主
張
に
与
し
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
下
問
し
た
が
、
朴
文
秀
は
先
ず
西
門
外
の
都

庫
を
禁
止
す
れ
ば
そ
の
他
の
都
庫
も
容
易
に
無
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
に
止
ま
っ
た(

)

。
35

英
祖
二
九
年
の
議
論
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
李

だ
け
で
な
く
英
祖
や
諸
臣
も
江
上
市
廛
に
よ
る
都
賈
の
弊
害
を
十
分

認
識
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
李

を
除
く
全
て
の
為
政
者
は
市
廛
の
革
罷
が
財
政
上
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
こ
と
、
第
三
に
、
江
上
の
居
民
も
江
主
人
と
し
て
都
賈
を
行
っ
て
お
り
、
市
廛
側
が
禁
乱
廛
権
を
行
使
し
て
江
主
人
を
弾
圧
す
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
銅
雀
江
の
事
例
の
よ
う
に
江
主
人
が
市
廛
に
税
銭
を
納
め
る
こ
と
で
共
存
し
合
う
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
よ
し

ん
ば
李

の
提
案
が
裁
可
さ
れ
た
と
し
て
も
、
江
上
に
お
け
る
都
賈
行
為
は
終
息
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
市
廛
が
都
賈
の
主
役
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
市
廛
を
革
罷
し
た
と
こ
ろ
で
江
主
人
が
代
わ
り
に
都
賈
を
行
う
に
過
ぎ
ず
、
各
種
の
商
人
層
が
物
貨
集
荷

の
主
導
権
を
巡
っ
て
激
し
い
争
奪
戦
を
展
開
し
て
い
る
中
で
、
彼
が
想
定
し
た
よ
う
な
船
商
と
江
上
居
民
と
の
真
に
自
由
で
公
正
な
取
引
は

実
現
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

結
果
的
に
江
上
の
市
廛
問
題
は
放
置
さ
れ
て
し
ま
い
、
市
廛
に
よ
る
勒
買
の
弊
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
英
祖
三
〇
年
八
月

に
は
右
参
賛
洪
鳳
漢
が
、
廛
人
が
（
市
価
の
）
半
値
で
魚
塩
を
勒
買
す
る
た
め
、
船
商
が
失
業
す
る
に
至
っ
て
い
る
と
報
告
し
、
（
閔
維
重

が
作
成
し
た
）
甲
子
節
目
で
は
船
商
が
市
廛
に
納
税
す
れ
ば
任
意
売
買
を
許
す
べ
し
と
定
め
ら
れ
た
が
、
廛
人
は
こ
れ
を
不
利
だ
と
し
て
遵

行
せ
ず
、
弊
害
が
一
層
激
し
く
な
っ
た
と
し
た
上
で
、
江
弊
除
去
の
要
道
は
魚
塩
廛
の
革
罷
に
勝
る
も
の
は
な
い
が
、
老
舗
の
市
廛
を
倉
卒

に
廃
止
で
き
な
い
現
状
を
鑑
み
て
、
何
ら
か
の
便
法
を
講
ず
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
建
言
し
て
い
る(

)

。
し
か
し
彼
も
具
体
的
方
策
に
つ
い

36
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て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
一
方
英
祖
三
一
年
正
月
に
は
行
兵
曹
判
書
洪
象
漢
が
「
松
坡
の
居
民
が
京
外
の
中
都
児
や
乱
廛
と
結
託
し
て
三
南

・
北
道
・
嶺
東
の
商
賈
を
同
地
に
誘
引
し
、
各
廛
の
物
種
を
村
中
に
積
置
し
毎
日
販
売
し
て
お
り
、
京
人
で
乱
廛
を
業
と
す
る
者
は
禁
卒
の

取
り
締
ま
り
を
恐
れ
て
松
坡
で
品
物
を
仕
入
れ
る
た
め
、
京
市
は
次
第
に
利
益
を
失
っ
て
い
る
」
と
上
啓
し
て
お
り(

)

、
松
坡
で
は
江
主
人

37

が
仲
買
に
お
け
る
支
配
権
を
確
立
し
、
漢
城
市
内
の
市
廛
を
脅
か
し
て
い
た
。

そ
の
後
も
都
庫
の
弊
害
は
し
ば
し
ば
廷
議
の
俎
上
に
上
っ
た
。
た
と
え
ば
英
祖
三
六
年
（
一
七
六
〇
）
四
月
に
は
領
議
政
金
尚
魯
が
、
都

庫
の
禁
令
が
近
頃
弛
緩
し
、
特
に
弊
害
の
顕
著
な
江
上
で
は
居
民
や
船
商
が
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る
と
上
啓
し
、
八
月
に
は
各
廛
都
庫
の
弊
が

最
近
深
刻
化
し
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
一
一
月
に
は
右
議
政
閔
百
祥
が
市
廛
都
庫
の
弊
を
厳
禁
せ
よ
と
訴
え
て
い
る
如
く(

)

、
多
く

38

の
場
合
市
廛
に
非
難
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
た
。
た
だ
、
翌
年
五
月
に
は
右
議
政
洪
鳳
漢
が
漢
城
内
の
貢
人
と
江
上
の
米
商
が
囤
積
居
奇
を
行

っ
て
い
る
と
述
べ
、
六
月
に
は
行
副
司
直
洪
麟
漢
も
貢
人
が
貢
価
米
を
都
執
積
置
し
た
こ
と
で
米
価
騰
貴
を
招
来
し
た
と
上
啓
し
て
い
る
よ

う
に(

)

、
貢
人
も
ま
た
米
問
屋
と
し
て
都
庫
を
運
営
し
て
い
た
ら
し
い
。

39

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
都
庫
の
弊
と
は
単
に
囤
積
居
奇
に
よ
る
物
価
の
高
騰
だ
け
で
な
く
、
麻
浦
や
松
坡
な
ど
漢
城
付
近
の
集
散
地
に

お
け
る
問
屋
間
の
物
貨
争
奪
戦
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
市
廛
都
庫
が
禁
乱
廛
権
を
濫
用
し
て
江
主
人
や
船
商
・
江
上
居

民
を
圧
迫
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
英
祖
四
四
年
（
一
七
六
八
）
左
議
政
韓
翼
謩
は
、
六
矣
廛
以
外
の
市
廛
を
革
罷
し
、
任
意
売
買

を
許
可
す
べ
し
と
提
案
し
、
領
議
政
金
致
仁
も
都
庫
の
類
は
大
小
を
問
わ
ず
厳
禁
せ
よ
と
主
張
し
、
裁
可
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
既
に
須
川

英
徳
に
よ
っ
て
辛
亥
通
共
の
先
行
事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
須
川
書
、
三
八
―
三
九
頁
）
が
、
乱
廛
の
弛
禁
と
都
庫
の
禁
止
が
併
せ

て
提
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
須
川
は
こ
れ
を
韓
翼
謩
が
持
ち
出
し
た
乱
廛
問
題
を
金
致
仁
が
都
庫
問
題
に
拡
大
し
た
も
の
と

捉
え
て
る
が
、
本
稿
の
分
析
視
角
に
即
し
て
理
解
す
れ
ば
、
両
者
と
も
都
庫
の
革
罷
を
目
的
と
し
て
お
り
、
た
だ
韓
翼
謩
が
市
廛
に
よ
る
禁

乱
廛
権
を
槓
杆
と
し
た
都
庫
行
為
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
金
致
仁
だ
け
で
な
く
韓
翼
謩
も
ま
た
都
庫
す
な
わ
ち
仲

買
問
屋
を
排
除
す
る
こ
と
で
陸
商
・
船
商
と
江
上
居
民
と
の
「
自
由
」
な
交
易
が
復
活
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

結
局
韓
翼
謩
の
提
案
は
市
廛
の
抵
抗
に
遭
い
、
失
敗
に
帰
し
た
。
そ
の
後
市
廛
を
中
心
と
し
た
都
庫
は
ま
す
ま
す
増
大
す
る
。
英
祖
四
七
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年
に
は
韓
翼
謩
が
、
近
来
城
中
の
市
廛
は
大
小
を
問
わ
ず
「
都
家
」
す
な
わ
ち
都
庫
を
設
け
、
中
都
会
（
中
都
児
と
も
称
さ
れ
る
仲
買
人
）

を
組
織
し
て
仕
入
れ
価
格
を
引
き
下
げ
さ
せ
、
「
小
小
の
廛
」
す
な
わ
ち
小
売
人
に
は
自
己
の
廛
以
外
か
ら
の
買
い
付
け
を
許
さ
な
い
と
報

告
し
た(

)
。
刑
曹
判
書
沈
鏽
も
、
折
草
（
煙
草
）
廛
人
ら
が
要
路
で
物
貨
を
抑
執
（
勒
買
）
し
、
都
城
門
の
内
外
各
処
に
集
積
し
て
価
格
を

40

操
縦
す
る
一
方
、
廛
民
で
あ
っ
て
も
自
由
な
仕
入
れ
を
許
さ
な
い
の
で
、
富
者
は
益
々
豊
か
に
な
る
が
郷
外
商
賈
の
不
満
は
限
界
に
達
し
て

い
る
と
上
啓
し
て
い
る(

)

。
英
祖
五
〇
年
に
は
魚
物
廛
が
、
中
都
会
が
楼
院
に
て
魚
物
を
買
い
占
め
て
お
り
、
我
々
も
郊
外
で
の
出
貿
を
許

41

し
て
欲
し
い
と
願
い
出
て
い
る(

)

。
当
初
市
廛
が
郊
外
に
派
遣
し
て
い
た
中
都
会
が
や
が
て
問
屋
と
し
て
独
立
し
、
魚
物
廛
と
競
合
す
る
に

42

至
っ
た
模
様
で
あ
る
。
翌
五
一
年
に
は
刑
曹
左
郎
李
潤
明
が
、
近
頃
各
廛
の
都
庫
は
外
方
か
ら
流
入
す
る
物
貨
を
途
中
で
買
い
占
め
、
他
処

へ
の
販
売
を
防
遏
す
る
の
で
、
物
価
が
高
騰
し
て
い
る
と
報
じ
て
い
る(

)

。
43

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
乱
廛
問
題
の
核
心
は
市
廛
の
物
種
専
売
権
で
は
な
く
、
仲
買
問
屋
と
し
て
成
長
を
遂
げ
た
都
庫
に
ど
う
対
処
す
る
か

と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
た
の
は
、
都
庫
開
設
者
の
多
く
が
市
廛
で
あ
り
、
彼
ら
が
禁
乱
廛
権
を

振
り
か
ざ
し
て
陸
商
・
船
商
に
よ
る
自
由
な
卸
売
り
を
抑
制
し
た
り
、
小
売
人
に
よ
る
自
由
な
仕
入
れ
先
の
選
択
を
禁
止
し
た
り
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
政
府
は
都
庫
の
歴
史
的
役
割
を
積
極
的
に
評
価
で
き
ず
、
市
廛
の
特
権
で
あ
る
禁
乱
廛
権
と
都
庫
と
を
併
せ
て
禁
止

す
る
方
針
を
採
っ
た
。
そ
の
到
達
点
が
正
祖
一
五
年
（
一
七
九
一
）
蔡
済
恭
が
主
導
し
た
辛
亥
通
共
で
あ
る
。

辛
亥
通
共
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
な
経
緯
を
省
略
す
る
が
、
蔡
済
恭
の
上
疏
の
要
旨

は
、
近
年
設
立
さ
れ
た
零
細
市
廛
が
禁
乱
廛
権
を
行
使
し
て
商
品
を
都
賈
す
る
た
め
物
価
が
高
騰
し
た
の
で
、
六
矣
廛
を
除
き
通
共
和
売
を

許
す
こ
と
で
都
賈
の
弊
害
を
断
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
須
川
書
、
三
五
頁
）
。
こ
れ
ま
で
彼
ら
の
都
賈
行
為
は
市
廛
が
持
つ
強
力
な

特
権
性
の
象
徴
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、須
川
は
逆
に
零
細
市
廛
の
資
金
力
不
足
と
流
通
網
掌
握
の
未
熟
さ
の
表
れ
で
あ
る
と
解
釈
し
た
（
須

川
書
、
四
二
頁
）
。
し
か
し
両
者
と
も
市
廛
を
漢
城
市
内
の
小
売
り
商
と
捉
え
、
都
賈
を
小
売
り
品
の
買
い
占
め
行
為
と
理
解
し
て
い
る
点

で
は
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
本
稿
で
縷
々
言
及
し
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀
後
期
の
都
賈
は
漢
城
周
辺
の
物
貨
集
散
地
で
発
生
し
て
い
た
仲
買

商
に
よ
る
商
品
の
集
荷
・
集
積
行
為
で
あ
っ
た
。
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史
論
集
四
四

そ
れ
と
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
物
貨
集
散
地
に
開
設
さ
れ
た
都
庫
に
携
わ
る
者
が
多
岐
に
渡
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
英
祖
五
一
年

領
議
政
金
尚
喆
は
、
奸
細
の
徒
が
魚
物
や
薬
材
を
都
庫
し
て
い
る
と
上
啓
し
て
い
る(

)

。
正
祖
二
年
（
一
七
七
八
）
漢
城
府
主
簿
李
宜
耆
は
、

44

近
来
都
庫
の
弊
す
な
わ
ち
富
民
が
銭
財
を
拠
出
し
て
低
価
格
で
各
廛
の
商
品
を
買
い
占
め
、
高
価
格
で
廛
人
に
卸
す
行
為
が
深
刻
に
な
っ
て

い
る
と
述
べ
て
い
る(

)

。
正
祖
五
年
に
は
内
魚
物
廛
市
民
が
、
七
牌
・
梨
峴
の
中
都
児
が
楼
院
の
都
庫
崔
景
允
・
李
聖
（
星
）
老
・
厳
次
起

45

ら
と
結
託
し
て
漢
城
に
流
入
す
る
魚
物
を
買
い
占
め
、
都
庫
に
積
置
し
て
乱
廛
に
販
売
す
る
と
平
市
署
に
呈
訴
し
て
い
る(

)

。
正
祖
六
年
に

46

は
李
在
学
が
備
辺
司
の
上
啓
と
し
て
、
楼
院
の
店
幕
が
中
都
児
や
松
坡
（
の
商
人
）
と
結
託
し
魚
物
を
都
執
し
て
い
る
の
で
取
り
締
ま
っ
て

欲
し
い
と
い
う
魚
物
廛
民
の
請
願
を
伝
達
し
て
い
る
が(

)

、
楼
院
の
二
百
余
戸
は
魚
廛
民
が
都
執
を
行
っ
て
い
る
と
刑
曹
に
対
抗
提
訴
し
て

47

い
る(

)

。
正
祖
一
二
年
に
は
京
居
の
布
廛
と
内
外
魚
物
廛
市
民
が
、
富
商
巨
賈
が
楼
院
に
て
場
市
や
店
幕
を
私
設
し
、
北
商
と
結
託
し
て
都

48

賈
を
行
っ
て
い
る
と
告
発
し
て
い
る(

)

。
正
祖
一
四
年
に
は
行
副
司
直
愼
基
慶
が
、
東
村
の
旅
客
主
人
が
楼
院
・
興
仁
門
・
恵
化
門
で
東
北

49

魚
商
か
ら
魚
物
を
勒
買
し
て
い
る
と
上
疏
し
て
い
る(

)

。
魚
物
だ
け
で
な
く
米
も
都
賈
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
正
祖
三
年
正
月
に
は
侍
読

50

官
金
憙
と
検
討
官
南
鶴
聞
が
京
城
内
外
や
五
江
の
富
商
に
よ
る
米
穀
の
買
い
占
め
を
、
同
年
一
一
月
に
は
検
討
官
朴
天
行
が
貢
人
に
よ
る
均

役
庁
庫
米
の
買
い
取
り
を
、
正
祖
六
年
に
は
持
平
李
羽
晋
が
駔
儈
に
よ
る
宣
恵
庁
平
糶
米
の
買
い
占
め
と
諸
路
へ
の
転
売
あ
る
い
は
囤
積
居

奇
を
上
啓
し
て
い
る(

)

。
こ
の
よ
う
に
都
賈
を
行
う
者
は
貢
人
・
市
廛
の
他
、
富
民
と
総
称
さ
れ
る
者
、
中
都
児
・
店
幕
・
旅
客
主
人
・
駔

51

儈
と
呼
ば
れ
る
仲
買
人
・
宿
屋
・
周
旋
業
者
な
ど
様
々
な
業
種
に
及
ん
で
お
り
、
互
い
に
商
品
仕
入
れ
の
主
導
権
を
巡
っ
て
し
の
ぎ
を
削
っ

て
い
た
。
辛
亥
通
共
は
彼
ら
の
都
庫
を
禁
止
す
る
政
策
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
都
庫
の
禁
止
に
つ
い
て
は
通
共
政
策
の
実
施
当
初
よ
り
効
果
を
疑
問
視
す
る
声
が
存
在
し
た
。
正
祖
一
五
年
六
月
に
は
領
敦
寧
府

事
洪
楽
性
が
、
都
庫
は
誠
に
民
間
の
痼
弊
で
は
あ
る
が
、
禁
止
し
て
も
止
ま
な
い
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
て
お
り(

)

、
翌
一
六
年
二
月
に
は
右

52

議
政
朴
宗
岳
が
、
通
共
後
物
価
は
翔
貴
し
、
都
庫
は
以
前
一
―
二
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
幾
十
―
幾
百
人
に
増
え
て
い
る
と
述
べ
て
い

る(
)

。
同
年
一
一
月
に
は
麻
浦
米
廛
市
民
が
、
昨
年
春
よ
り
門
外
米
廛
が
彼
ら
の
「
咽
喉
の
地
」
に
中
都
児
を
多
設
し
て
利
益
を
奪
っ
て
い

53

る
と
訴
え
て
い
る(

)

。
正
祖
二
二
年
に
は
右
議
政
沈
煥
之
が
、
通
共
後
物
価
は
高
騰
し
、
廛
民
は
凋
落
し
、
雑
廛
・
都
賈
の
弊
も
現
れ
た
と

54
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語
っ
て
い
る(

)

。
55

た
だ
一
九
世
紀
に
入
る
と
漢
城
周
辺
で
の
都
庫
の
弊
に
関
す
る
議
論
は
下
火
に
な
る
。
一
方
で
新
た
に
開
城
商
人
な
ど
に
よ
る
地
方
集
散

地
で
の
都
庫
が
出
現
し
た
。
純
祖
一
一
年
（
一
八
一
一
）
三
月
の
貢
市
人
詢
瘼
で
は
布
廛
民
が
、
昨
年
松
商
金
啓
賢
が
元
山
に
て
孫
仁
叔
・

金
允
鑑
と
結
託
し
、
北
来
の
布
商
か
ら
商
品
を
都
執
し
て
散
売
し
た
と
告
発
し
て
い
る(

)

。
純
祖
一
七
年
に
は
右
議
政
南
公
轍
が
、
松
都
を

56

中
心
に
富
商
に
よ
る
木
綿
都
賈
の
弊
が
蔓
延
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る(

)

。
純
祖
二
七
年
正
月
の
貢
市
人
詢
瘼
で
も
涼
台
廛
市
民
が
、
松
都

57

や
京
畿
道
南
部
の
安
城
で
松
商
が
都
賈
を
行
い
価
格
を
操
縦
し
て
い
る
と
訴
え
て
い
る(

)

。
し
か
し
な
が
ら
松
商
に
よ
る
都
賈
行
為
を
記
し

58

た
史
料
も
こ
こ
に
挙
げ
た
数
例
程
度
で
あ
り
、
都
庫
が
地
方
に
も
拡
散
し
た
こ
と
は
読
み
取
れ
る
が
、
特
定
商
人
が
地
方
物
産
の
独
占
集
荷

を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
は
到
底
言
い
難
い
。
都
庫
の
弊
を
訴
え
る
言
説
が
史
料
上
か
ら
次
第
に
姿
を
消
し
て
い
っ
た
主
因
は
、
通
共
政
策

が
成
果
を
発
揮
し
始
め
た
か
ら
で
は
な
く
、
京
江
で
旅
客
主
人
（
客
主
）
が
物
種
別
・
地
域
別
の
独
占
的
集
荷
権
を
確
立
し
、
地
方
浦
口
で

も
主
人
権
が
発
生
し
始
め
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(

)

。
59

三

権

力

と

都

庫

一
七
四
〇
年
代
か
ら
急
増
す
る
都
庫
は
、
単
に
囤
積
居
奇
に
よ
っ
て
利
鞘
を
稼
ぐ
商
人
で
な
く
、
浦
口
や
街
道
に
あ
っ
て
、
時
と
し
て
暴

力
行
為
を
も
辞
さ
ず
船
商
や
陸
商
か
ら
商
品
を
買
い
占
め
る
仲
買
問
屋
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
集
荷
行
為
は
零
細
な
物
貨
を
漢
城
に
売
り
に
来

る
陸
商
・
船
商
に
と
っ
て
も
、
ま
た
陸
商
・
船
商
か
ら
特
定
物
種
を
買
い
取
っ
て
き
た
市
廛
に
と
っ
て
も
脅
威
で
あ
っ
た
が
、
市
廛
も
ま
た

中
都
児
を
集
荷
地
に
派
遣
し
て
都
庫
を
開
設
し
て
い
た
。
一
八
世
紀
後
半
の
漢
城
周
辺
で
は
商
品
市
場
の
拡
大
・
発
展
に
伴
っ
て
産
地
売
込

商
と
漢
城
小
売
商
と
の
間
に
立
ち
物
貨
を
卸
売
り
す
る
新
た
な
商
業
形
態
が
様
々
な
軋
轢
を
伴
い
な
が
ら
成
長
し
、
流
通
過
程
を
再
編
成
し

て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
世
紀
に
な
っ
て
都
庫
に
関
す
る
記
録
が
減
少
す
る
の
は
商
品
取
引
額
が
増
大
し
た
か
ら
で
は
な
く
、

自
然
発
生
し
た
都
庫
が
須
川
の
言
う
「
権
力
機
関
」
に
よ
っ
て
客
主
と
し
て
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
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本
稿
は
都
庫
を
社
会
的
分
業
の
帰
結
と
い
う
観
点
か
ら
描
き
出
す
も
の
で
あ
り
、
公
権
力
と
商
業
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
た
須
川
の
研
究

と
対
峙
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
た
だ
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
一
六
世
紀
末
以
降
の
中
国
江
南
で
も
牙
行
に
よ
る
勒
買
問
題
が
発
生
し

て
お
り
、
雍
正
四
年
（
一
七
二
六
）
の
牙
行
制
度
改
革
で
終
息
し
た
。
こ
の
改
革
は
州
県
が
牙
行
や
舗
戸
に
与
え
る
独
占
的
営
業
権
の
見
返

り
と
し
て
恣
意
的
に
当
官
（
舗
戸
の
役
）
と
呼
ば
れ
る
徭
役
を
賦
課
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
一
方
、
牙
行
の
営
業
許
可
証
で
あ
る
牙
帖
の
頒

給
権
を
布
政
使
に
帰
属
さ
せ
、
牙
帖
数
を
厳
し
く
制
限
し
た
。
た
だ
当
官
は
州
県
の
必
要
経
費
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
不
可

能
な
た
め
、
牙
行
か
ら
牙
税
お
よ
び
そ
の
付
加
税
で
あ
る
陋
規
を
徴
収
し
、
こ
れ
を
財
源
に
充
て
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
明
清
中
国
に
お
け

る
官
府
と
牙
行
・
舗
戸
と
の
関
係
は
、
朝
鮮
後
期
に
お
け
る
宮
房
・
官
司
・
軍
門
な
ど
所
謂
「
権
力
機
関
」
と
貢
人
・
市
廛
・
都
庫
と
の
関

係
に
似
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
中
国
の
商
業
が
そ
の
後
も
順
調
に
発
展
す
る
の
に
対
し
、
須
川
は
「
李
朝
国
家
の
商
業
統
制
手
段
は
、
国
家
的
物
資
収

取
体
制
の
必
要
性
、
す
な
わ
ち
具
体
的
な
使
用
価
値
物
の
調
達
を
目
的
に
漢
城
中
心
に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
は
身
分
的
・
世
襲

的
性
格
を
有
す
る
商
人
団
体
で
あ
る
市
廛
や
貢
人
契
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
属
す
る
商
人
を
掌
握
す
る
以
外
の
手
段
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
国
家
的
物
資
収
取
体
制
を
母
体
と
し
つ
つ
も
、
す
で
に
そ
こ
か
ら
脱
却
の
度
合
を
高
め
て
自
立
的
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
全
国
的

商
品
流
通
網
―
―
場
市
網
の
発
達
、
漢
城
へ
の
船
運
業
の
成
長
、
各
地
浦
口
に
お
け
る
客
主
の
成
立
―
―
に
対
し
て
、
体
系
的
掌
握
手
段
を

有
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
不
備
に
乗
じ
て
各
権
力
機
関
に
よ
る
商
業
課
税
は
、
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
国
家
権
力
と
全
国
的
商

業
の
接
点
は
一
部
市
廛
商
や
貢
人
な
ど
を
除
き
、
収
税
に
対
す
る
可
否
の
議
論
の
み
へ
と
極
小
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
も
収
税
権
は
恣
意
的

に
設
定
さ
れ
た
の
で
、
朝
鮮
商
業
に
お
け
る
合
理
的
な
資
本
蓄
積
機
会
や
計
算
可
能
性
の
発
達
を
い
ち
じ
る
し
く
阻
害
し
た
」（
須
川
書
、

三
二
三
頁
）
と
、
否
定
的
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
観
察
者
に
よ
っ
て
史
料
の
評
価
に
相
違
が
生
じ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
に
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
極
端
な
差
異
は
無
視
で
き
な
い
。
で
は
そ
の
原
因
は
何
処
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
、先
行
研
究
に
よ
る
と
乱
廛
を
行
っ
た
者
は
軍
門
の
兵
士
や
宮
房
・
勢
家
・
衙
門
の
奴
子
・
吏
胥
な
ど
権
力
を
背
景
と
し
て
い
た
。

ま
た
新
興
商
人
層
も
「
権
力
機
関
」
に
納
税
し
、
見
返
り
に
保
護
を
受
け
て
い
た
。
中
国
で
も
地
方
衙
門
に
よ
る
牙
行
や
舗
戸
か
ら
の
物
資
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収
取
体
制
が
当
官
（
舗
戸
の
役
）
と
し
て
確
立
し
て
い
た
が
、
商
人
層
は
地
方
衙
門
に
投
属
し
て
庇
護
を
受
け
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
そ

の
理
由
の
一
つ
と
し
て
彼
ら
が
会
館
・
公
所
な
ど
と
呼
ば
れ
る
同
業
組
合
を
組
織
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
中
国
の
商
人
は
個
別
に

公
権
力
と
癒
着
す
る
よ
り
組
合
を
結
成
し
て
官
府
と
負
担
交
渉
す
る
途
を
選
択
し
て
い
た
。現
在
残
さ
れ
て
い
る
当
官
関
連
の
碑
刻
史
料
は
、

商
人
集
団
が
当
官
の
総
額
を
知
県
と
約
束
し
て
石
碑
に
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
中
国
の
官
僚
機
構
は
上
下
関
係
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
州
県
な
ど
末
端
の
地
方
衙
門
は
商
人
か
ら
徴
収
し
た
当
官
や
陋

規
の
一
部
を
地
方
行
政
経
費
と
し
て
使
用
し
、
残
り
を
府
や
直
隷
州
な
ど
の
監
督
官
庁
に
規
礼
（
付
け
届
け
）
と
い
う
形
態
で
饋
送
（
上
納
）

し
、
こ
れ
ら
は
更
に
道
台
・
布
按
両
司
・
督
撫
へ
と
饋
送
さ
れ
、
最
終
的
に
京
官
ま
で
送
達
さ
れ
て
い
た(

)

。
こ
の
よ
う
な
陋
規
需
索
・
規

60

礼
饋
送
体
系
が
確
立
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
権
力
機
関
」
が
個
別
に
商
人
を
囲
い
込
む
こ
と
は
起
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
あ
る

商
人
が
自
己
居
住
地
の
知
県
の
統
治
に
不
満
を
抱
き
、
知
府
に
陋
規
を
納
め
て
庇
護
を
願
い
出
た
と
し
て
も
、
知
府
は
こ
れ
を
受
け
付
け
な

い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
知
府
は
知
県
か
ら
定
期
的
に
規
礼
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
朝
鮮
で
は
、
行
政
機
関
で
あ
る
衙

門
ば
か
り
か
軍
門
・
宮
房
・
勢
家
ま
で
も
が
個
別
に
権
力
を
行
使
し
、
上
級
機
関
へ
の
饋
送
体
制
も
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
朝
鮮
の
末

端
行
政
単
位
で
あ
る
州
・
府
・
郡
・
県
は
格
式
の
差
こ
そ
あ
れ
並
立
し
て
お
り
、
ま
た
観
察
使
も
各
邑
の
守
令
を
直
接
統
轄
し
て
お
ら
ず
、

守
令
は
各
々
漢
城
に
京
邸
を
設
け
て
京
主
人
を
置
き
、
中
央
政
府
と
の
連
絡
や
税
貢
の
納
付
を
行
わ
せ
て
い
た
（
但
し
監
営
・
兵
営
に
も
営

主
人
・
兵
営
主
人
を
置
き
、
必
需
品
の
貢
納
を
代
行
さ
せ
て
い
た
）。
そ
し
て
京
主
人
は
都
賈
も
行
っ
て
い
た(

)

。
明
清
中
国
の
場
合
、
州

61

県
か
ら
送
ら
れ
た
銭
糧
は
各
省
に
設
置
さ
れ
た
布
政
司
庫
に
納
入
さ
れ
、
布
政
使
が
そ
の
出
納
す
な
わ
ち
起
運
（
京
師
や
他
省
へ
の
転
送
）

と
存
留
（
当
該
司
庫
で
の
保
管
）
を
担
当
し
て
い
た
が
、
朝
鮮
の
観
察
使
に
そ
の
よ
う
な
機
能
や
権
限
は
な
か
っ
た
。

簡
潔
に
言
う
と
、
朝
鮮
の
「
権
力
機
関
」
は
座
し
て
下
級
機
関
か
ら
の
規
例
饋
送
を
待
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
自
ら
商
人
を
囲
い
込
ん
で
私

税
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
行
為
が
容
認
さ
れ
て
い
る
以
上
、
「
権
力
機
関
」
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
商
人

を
取
り
込
み
、
利
益
の
極
大
化
を
図
ろ
う
と
努
力
し
た
。
都
庫
や
客
主
な
ど
一
八
世
紀
後
期
よ
り
成
長
し
始
め
た
仲
買
商
も
ま
た
同
業
者
と

の
厳
し
い
競
争
を
勝
ち
抜
く
た
め
、
よ
り
強
力
な
「
権
力
機
関
」
の
庇
護
を
得
る
こ
と
で
優
位
に
立
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
商
業
の
発
展
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が
生
み
出
す
新
た
な
剰
余
の
収
取
を
中
国
は
陋
規
・
規
礼
に
よ
っ
て
体
系
的
に
行
い
、
朝
鮮
は
「
無
名
雑
税
」
に
よ
っ
て
個
別
的
・
恣
意
的

に
行
っ
た
。
そ
れ
故
中
国
で
は
商
人
が
結
束
し
て
地
方
権
力
に
対
し
、
あ
る
程
度
公
平
で
規
則
的
な
収
取
を
行
う
よ
う
交
渉
す
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
朝
鮮
で
は
個
々
の
商
人
と
個
々
の
「
権
力
機
関
」
が
競
い
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
商
業
特
権
と
商
業
的
剰
余
収
取
を
拡
大
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
両
者
を
分
け
た
の
は
支
配
機
構
が
系
列
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
り
、
乱
廛
あ
る
い
は
都
庫
・
客
主
は
決
し
て
新

特
権
的
商
人
で
は
な
か
っ
た
。

お

わ

り

に

一
七
四
〇
年
代
よ
り
漢
城
周
辺
で
急
成
長
し
た
都
庫
は
地
方
か
ら
陸
商
や
船
商
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
来
る
物
貨
を
要
路
や
江
上
に
て
買
い

集
め
、
こ
れ
を
市
廛
に
卸
す
仲
買
商
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
時
と
し
て
暴
力
的
手
段
に
訴
え
る
こ
と
も
あ
り
、
為
政
者
か
ら
は
囤
積
居
奇
に
よ

っ
て
物
価
を
操
縦
し
て
い
る
と
指
弾
さ
れ
た
が
、
都
庫
禁
止
令
が
奏
効
し
な
か
っ
た
の
は
、
商
品
市
場
の
発
達
に
よ
り
、
市
廛
は
漢
城
内
で

の
物
種
専
売
権
だ
け
に
頼
っ
て
利
益
を
確
保
し
、
以
て
国
役
に
応
じ
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
都
庫
の
設

置
者
は
要
路
や
江
上
の
富
民
だ
け
で
な
く
、
市
廛
が
「
無
頼
の
輩
」
あ
る
い
は
中
都
児
を
派
遣
し
て
都
庫
を
運
営
さ
せ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

ま
た
貢
人
や
店
幕
・
旅
客
主
人
・
駔
儈
に
よ
る
都
庫
も
見
ら
れ
た
。

客
商
が
農
山
漁
村
で
生
産
さ
れ
た
物
貨
を
駔
儈
を
介
し
て
定
期
市
に
て
収
買
し
、
こ
れ
を
都
市
の
市
廛
に
売
り
込
ん
で
い
た
時
期
に
あ
っ

て
は
、
数
量
や
卸
値
は
交
易
の
都
度
、
産
地
や
市
場
の
趨
勢
を
反
映
し
て
偶
然
的
に
決
定
さ
れ
、
市
廛
が
商
品
を
恒
常
的
に
確
保
し
利
益
を

安
定
的
に
獲
得
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
都
庫
の
登
場
は
客
商
と
市
廛
と
の
間
に
入
り
、
流
通
過
程
を
再
編
す
る
こ
と
で
商
品
の

安
定
供
給
を
容
易
に
し
た
。
し
か
し
そ
の
見
返
り
と
し
て
市
廛
は
大
損
も
大
儲
け
も
で
き
な
く
な
っ
た
。
一
九
世
紀
に
な
る
と
都
庫
は
下
火

に
な
り
、
公
権
力
の
認
可
を
受
け
た
客
主
が
仲
買
商
と
し
て
浮
上
す
る
が
、
こ
れ
は
「
権
力
機
関
」
が
都
庫
に
対
し
納
税
と
引
き
替
え
に
客

主
権
を
付
与
し
、
小
売
商
で
あ
る
市
廛
や
乱
廛
に
代
わ
っ
て
仲
買
商
を
利
藪
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
都
庫
が
私
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充
牙
行
で
あ
る
と
す
れ
ば
客
主
は
官
許
牙
行
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

註

(
)

さ
し
あ
た
り
須
川
英
徳
『
李
朝
商
業
政
策
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
（
以
下
、
須
川
書
と
略
記
）、
序
章
「
李
朝
後
期
商
業
へ
の
本

1
書
の
視
角
」
お
よ
び
第
一
章
「
乱
廛
に
見
る
十
八
世
紀
商
業
界
の
矛
盾
」、
金
東
哲
著
・
吉
田
光
男
訳
『
朝
鮮
近
世
の
御
用
商
人
―
貢
人
の
研
究
』
法
政

大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
一
年
を
参
照
。
ま
た
概
説
と
し
て
は
朝
鮮
史
研
究
会
編
『
朝
鮮
史
研
究
入
門
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
第
五
章

第
三
節
第
三
項
「
財
政
制
度
と
経
済
シ
ス
テ
ム
」
が
簡
潔
で
便
利
で
あ
る
。

(
)

安
秉
珆
「
商
品
経
済
の
発
展
と
私
商
―
―
一
八
世
紀
を
中
心
と
し
て
―
―
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
五
集
、
一
九
六
八
年
、
一
八
頁
（
安
秉
珆
『
朝

2
鮮
近
代
経
済
史
研
究
』
日
本
評
論
社
、
一
九
七
五
年
、
一
四
四
頁
所
収
）。

(
)

劉
元
東
『
李
朝
後
期
商
工
業
史
研
究
』
韓
国
研
究
院
、
一
九
六
八
年
、
第
五
編
「
十
八
世
紀
後
半
期

封
建
商
業

崩
壊
過
程
―

3

에

있
어
서
의

의

―
乱
廛

中
心

―
―
」
、
同
「
一
九
世
紀
初
期

封
建
商
業

崩
壊
過
程
―
―
初
期
独
占

崩
壊

中
心

―
―
」『
歴
史
学
報
』

을

으
로

의

의

의

를

으
로

四
八
輯
、
一
九
七
〇
年
、
同
「
李
朝
後
期
経
済
成
長
過
程
研
究
―
―
一
八
・
九
世
紀

商
工
業

中
心

―
―
」『
経
済
史
学
』
一
号
、
一
九
七
五

을

으
로

年
。

(
)

姜
万
吉
『
朝
鮮
後
期
商
業
資
本

発
達
』
高
麗
大
学
校
出
版
部
、
一
九
七
三
年
、
第
五
章
「
都
賈
商
業

反
都
賈
」
一
六
八
―
一
六
九
頁
。

4

의

과

(
)

金
泳
鎬
「
朝
鮮
後
期

都
市
商
業

展
開
―
―
乱
廛

中
心

―
―
」『
韓
国
史
研
究
』
二
輯
、
一
九
六
八
年
、
三

5

에

있
어
서
의

의

새
로
운

을

으
로

五
―
三
八
頁
。

(
)

高
東
煥
「
一
八

魚
物
流
通
構
造
」『
韓
国
史
論
』
二
八
輯
、
一
九
九
二
年
、
李
旭
「
一
八

商
業
界

6

세
기

서
울
에
서
의

세
기
말

서
울

의

변
화

政
府

対
策
」『
歴
史
学
報
』
一
四
二
輯
、
一
九
九
四
年
、
卞
光
錫
『
朝
鮮
後
期
市
廛
商
人
研
究
』

、
二
〇
〇
一
年
、
第
六
章
「

와

의

혜
안

통
공

이

都
賈
商
業

市
廛
商
権

」
な
ど
。

후

의

발
달
과

의

동
향
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(
)

河
原
林
静
美
「
十
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
廛
人
と
私
商
に
つ
い
て
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
一
二
集
、
一
九
七
五
年
、
一
―
二
頁
。

7

(
)

外
都
庫
に
つ
い
て
は
、
前
註
（
１
）
金
、
第
三
章
「
外
都
庫
貢
契
の
成
立
と
組
織
」
を
参
照
。
同
書
、
七
八
頁
に
は
「
内
都
庫
・
外
都
庫
貢
人
は
朝

8
鮮
時
代
後
期
の
商
人
組
織
の
名
称
に
『
都
庫
（
都
賈
）
』
を
使
用
す
る
唯
一
の
例
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
承
政
院
日
記
』
に
も
粛
宗
末
か

ら
英
祖
初
に
か
け
て
「
船
材
都
庫
人
」
と
い
う
表
記
が
出
現
す
る
。

(
)

拙
書
『
明
清
時
代
の
商
人
と
国
家
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
二
年
、
第
六
章
「
明
末
清
初
江
南
の
牙
行
と
国
家
」。
以
下
、
明
清
商
業
史
に
関
す
る
記
述

9
は
同
書
に
基
づ
く
。
な
お
同
論
文
に
記
し
た
よ
う
に
、
明
清
史
に
お
い
て
当
官
（
舗
戸
の
役
）
を
最
初
に
発
掘
し
た
の
は
佐
藤
学
で
あ
る
。

(
)

『
承
政
院
日
記
』
第
三
四
八
冊
、
粛
宗
一
八
年
五
月
一
七
日
。

10

(
)

前
註
（
４
）
姜
、
一
五
六
頁
も
『
備
辺
司
謄
録
』
所
載
の
同
文
を
引
い
て
「
都
庫
は
本
来
大
同
法
実
施
以
後
の
貢
物
調
達
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
作

11
ら
れ
た
機
関
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
貢
納
品
を
預
買
・
積
置
し
て
お
く
倉
庫
の
役
割
も
兼
ね
て
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
)

『
承
政
院
日
記
』
第
三
六
〇
冊
、
粛
宗
二
〇
年
七
月
一
三
日
。

12

(
)

同
右
、
第
六
三
三
冊
、
英
祖
三
年
二
月
一
八
日
。
な
お
司
贍
寺
は
粛
宗
三
一
年
（
一
七
〇
五
）
吏
曹
判
書
李
頤
命
の
建
言
に
よ
り
革
罷
さ
れ
た
。

13

(
)

同
右
、
第
六
七
二
冊
、
英
祖
四
年
一
〇
月
一
八
日

14

洪
景
輔
。
以
戸
曹
言
啓
曰
。
…
…
近
来
貢
人
輩
。
侈
靡
成
習
。
万
余
石
所
受
之
価
。
尽
帰
浪
費
之
資
。
応
納
之
物
種
。
全
不
措
備
。
許
多
遺
在
。
…

…
故
為
設
都
庫
。
宣
恵
庁
所
給
貢
物
之
価
。
都
入
一
庫
。

(
)

同
右
、
第
九
四
四
冊
、
英
祖
一
八
年
五
月
二
日
。

15

(
)

同
右
、
第
六
三
三
冊
、
英
祖
三
年
二
月
三
〇
日

16

正
言
趙
明
翼
疏
曰
。
…
…
近
年
以
来
。
国
用
倍
蓰
。
元
貢
之
外
。
亦
有
加
納
之
事
。
而
恵
庁
・
地
部
。
未
即
随
時
給
価
。
亦
不
趁
即
出
給
。
随
其
属

托
之
緊
歇
而
為
之
。
未
布
参
半
之
規
。
違
越
事
目
。
従
其
親
疎
而
行
之
。
且
官
司
之
私
役
貢
人
。
明
有
朝
家
之
禁
令
。
而
近
不
遵
奉
。
以
致
難
保
之

端
。
不
一
而
足
。
曾
以
好
貢
物
。
称
之
重
価
願
買
而
不
得
者
。
今
其
半
価
而
欲
売
。
猶
無
願
者
。

(
)

同
右
、
第
一
一
九
三
冊
、
英
祖
三
七
年
五
月
一
四
日
、
同
右
、
第
一
一
九
四
冊
、
英
祖
三
七
年
六
月
一
一
日
。

17
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(
)

同
右
、
第
一
二
〇
九
冊
、
英
祖
三
八
年
八
月
二
七
日
。

18

(
)

前
註
（
４
）
姜
、
一
七
〇
頁
。

19

(
)

『
承
政
院
日
記
』
第
一
一
一
冊
、
孝
宗
元
年
正
月
一
〇
日
、
同
右
、
第
一
一
七
冊
、
孝
宗
元
年
閏
一
一
月
一
二
日
。

20

(
)

同
右
、
第
二
四
七
冊
、
粛
宗
元
年
閏
五
月
一
〇
日
。

21

(
)

同
右
、
第
二
五
六
冊
、
粛
宗
二
年
一
〇
月
二
四
日

22

［
工
曹
判
書
柳
赫
然
］
又
所
啓
。
訓
錬
都
監
軍
兵
等
。
既
有
料
布
之
自
可
資
生
。
而
其
中
有
父
母
妻
子
之
類
。
所
給
料
布
。
勢
難
支
過
。
或
有
工
役

資
生
者
。
或
有
転
販
資
生
者
矣
。
向
日
軍
兵
之
市
業
者
。
自
朝
家
定
式
禁
断
。
而
渠
等
手
持
之
物
。
則
使
之
勿
禁
発
売
者
。
意
非
偶
然
。
…
…
又
所

啓
。
氈
笠
・
網
巾
。
皆
自
砲
手
等
所
出
。
而
発
売
資
生
者
也
。
近
来
網
巾
廛
人
等
。
至
於
上
言
。
戸
曹
覆
啓
。
砲
手
則
禁
断
。
市
人
則
使
之
専
利
。

殊
甚
未
便
。

な
お
須
川
は
「
手
持
之
物
」
を
「
手
に
携
げ
る
小
荷
物
」
と
推
測
し
て
い
る
（
須
川
書
、
八
五
頁
）
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
笠
や
網
巾
な
ど
を
指
し

マ
マ

て
い
る
。
氈
笠
は
『
承
政
院
日
記
』
第
二
五
七
冊
、
粛
宗
二
年
一
一
月
六
日
付
の
特
進
官
李
正
英
の
上
啓
に
「
戦
笠
」
と
あ
り
、
軍
人
が
被
る
笠
の
意

か
と
思
わ
れ
る
。

(
)

同
右
、
第
二
六
〇
冊
、
粛
宗
三
年
五
月
一
九
日
・
六
月
二
三
日
。

23

(
)

同
右
、
第
二
七
七
冊
、
粛
宗
六
年
七
月
一
二
日
、
同
右
、
第
三
〇
四
冊
、
粛
宗
一
〇
年
六
月
二
三
日
、
同
右
、
第
三
五
八
冊
、
粛
宗
二
〇
年
閏
五
月

24
三
日
、
同
右
、
第
五
二
二
冊
、
粛
宗
四
六
年
四
月
五
日
。

(
)

同
右
、
第
九
一
六
冊
、
英
祖
一
六
年
七
月
八
日

25

大
司
成
沈
聖
希
疏
曰
。
…
…
蓋
当
初
収
税
之
規
。
生
鮮
乾
魚
。
不
居
税
中
。
只
以
沈
塩
魚
。
収
税
於
商
船
。
而
己
酉
革
罷
。
蓋
由
於
典
僕
輩
作
弊
之

故
。
而
魚
物
廛
人
。
乗
時
闖
発
。
以
為
沈
魚
亦
是
魚
廛
之
貨
利
。
水
陸
行
商
及
京
江
主
人
。
皆
入
於
渠
輩
掌
握
。
或
称
都
庫
。
或
称
義
契
。
殆
同
登

壟
者
之
罔
利
。
靡
有
遺
漏
。
不
満
其
欲
。
則
輒
以
乱
廛
告
官
。
而
至
被
重
罪
。
商
旅
失
利
。
怨
声
載
路
。
京
江
居
民
。
亦
至
廃
業
。

(
)

同
右
、
第
六
九
四
冊
、
英
祖
五
年
九
月
一
九
日

26
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趙
翼
命
。
以
漢
城
府
言
啓
曰
。
…
…
今
者
沿
江
居
民
厳
時
等
呈
状
。
以
為
漁
商
船
到
泊
京
江
。
則
内
外
魚
物
廛
人
等
。
成
群
出
来
。
不
計
市
直
。
廉

価
抑
買
。
少
或
論
価
。
脅
称
乱
廛
。
非
但
私
自
欧
［
殴
］
打
。
又
復
捉
去
法
司
。
治
罪
懲
贖
。
使
不
得
聊
生
。
魚
商
輩
痛
入
骨
髄
。
而
強
弱
不
敵
。

未
及
変
通
矣
。

(
)

同
右
、
第
九
七
一
冊
、
英
祖
二
〇
年
四
月
二
五
日
。

27

(
)

同
右
、
第
九
三
六
冊
、
英
祖
一
七
年
九
月
二
〇
日
。

28

(
)

同
右
、
第
一
〇
〇
九
冊
、
英
祖
二
二
年
一
〇
月
二
五
日
。

29

(
)

『
各
廛
記
事
』
地
「
外
廛
以
麻
浦
船
主
人
等
設
市
事
屢
呈
秋
曹
京
兆
故
本
廛
相
訟
厳
治
事
」
（
癸
丑
二
月
）。
も
ち
ろ
ん
被
告
ら
は
都
庫
の
開
設
を
否

30

定
し
て
い
る
。

(
)

『
承
政
院
日
記
』
第
九
七
六
冊
、
英
祖
二
〇
年
八
月
五
日
。
ま
た
同
右
、
第
一
〇
二
三
冊
、
英
祖
二
三
年
一
一
月
三
日
に
は
「
甲
子
年
。
京
江
塩
商

31

輩
。
欲
免
都
庫
之
操
縦
。
投
属
内
司
。
自
願
納
税
」
と
あ
り
、
塩
廛
が
都
庫
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

(
)

同
右
、
第
一
〇
九
三
冊
、
英
祖
二
九
年
四
月
五
日

32

李

対
曰
。
…
…
大
抵
魚
物
廛
。
有
内
外
両
廛
。
而
外
廛
在
於
江
上
。
折
価
勒
買
。
自
専
其
利
。
而
人
或
私
相
売
買
。
則
捉
以
乱
廛
。
故
船
人
失
本

而
帰
。
物
価
由
此
而
貴
。
其
弊
難
支
矣
。
臣
欲
罷
其
中
佐
飯
・
塩
・
醢
等
三
廛
。
而
霊
城
之
意
則
不
以
為
然
矣
。

(
)

同
右
、
第
一
〇
九
三
冊
、
英
祖
二
九
年
四
月
二
二
日

33

自
袖
中
出
節
目
以
読
曰
。
此
既
領
府
事
豊
原
君
。
為
時
任
時
。
陳
達
筵
中
。
使
京
兆
啓
下
節
目
者
也
。
四
分
之
三
。
廛
人
次
知
買
売
。
四
分
之
一
。

船
人
任
自
和
売
。
而
不
得
為
乱
廛
事
。
如
是
節
目
啓
下
。
而
即
今
廛
人
四
分
一
。
則
以
為
啓
下
公
事
。
而
依
節
目
次
知
。
乱
廛
禁
条
則
不
為
遵
行
。

並
与
其
四
分
一
而
使
船
人
不
得
為
和
売
。
推
此
以
観
。
廛
若
不
罷
。
則
乱
廛
之
弊
。
無
路
可
革
者
。
亦
可
験
矣
。
文
秀
曰
。
…
…
各
路
船
人
。
載
物

以
来
。
則
所
謂
有
江
主
人
。
引
接
籠
絡
。
使
船
人
不
得
為
渠
擅
渠
物
。
而
江
人
低
仰
［
抑
］
定
価
買
売
。
横
奪
其
利
。
廛
人
之
弊
。
誠
如
李

之
言
。

而
江
人
之
弊
。
亦
如
是
多
矣
。

な
お
『
各
廛
記
事
』
天
「
塩
魚
和
売
後
元
数
中
毎
両
頭
減
一
戔
以
補
国
役
矣
因
船
人
輩
称
冤
永
為
革
罷
乱
廛
厳
禁
事
」（
乾
隆
一
九
年
二
月
）
に
よ
る
と
、
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こ
の
節
目
は
甲
子
年
に
制
定
さ
れ
た
と
あ
る
。
ま
た
同
書
、
地
「
外
廛
称
以
桶
藿
分
半
事
争
詰
故
呈
訴
本
署
得
捷
帰
正
事
」（
乙
亥
九
月
）
お
よ
び
「
外

廛
以
全
船
打
発
非
理
之
意
誣
訴
刑
曹
故
呈
本
署
捉
問
外
廛
則
又
以
為
西
海
塩
魚
叚
内
三
外
一
東
南
海
塩
魚
及
貢
物
受
価
則
幷
分
半
云
故
等
状
厳
斥
事
」

（
癸
亥
一
一
月
）
に
よ
る
と
、
癸
亥
・
甲
子
・
丙
寅
年
（
一
六
八
三
・
八
四
・
八
六
）
驪
陽
府
院
君
（
閔
維
重
）
に
よ
り
魚
物
取
扱
比
率
が
内
廛
三
・

外
廛
一
の
割
合
で
定
式
化
さ
れ
た
と
あ
る
。
更
に
同
書
、
地
「
刑
曹
堂
上
以
都
庫
事
執
頉
内
外
廛
取
招
事
」（
乾
隆
一
六
年
一
一
月
）
に
も
、
魚
物
の
四

分
の
一
は
外
廛
に
購
入
権
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
)

同
右
、
第
一
〇
九
六
冊
、
英
祖
二
九
年
七
月
九
日

34

曰
。
臣
意
則
前
已
尽
達
。
江
廛
断
然
罷
之
宜
矣
。
文
秀
曰
。
李

所
謂
罷
之
者
。
堂
堂
之
論
。
而
三
江
魚
廛
及
塩
廛
・
卵
醢
廛
。
合
為
五
廛
。
而

皆
是
三
百
年
流
来
之
廛
也
。
如
欲
罷
之
。
則
此
五
廛
。
皆
当
並
罷
。
豈
不
難
乎
。
今
若
勿
罷
其
廛
。
而
罷
其
乱
廛
之
弊
。
則
好
矣
。
晩
曰
。
李

則

以
為
。
罷
廛
然
後
。
可
去
乱
廛
都
庫
之
弊
云
。
朴
文
秀
則
以
為
。
久
廛
罷
之
亦
難
。
勿
罷
而
救
其
弊
端
為
好
云
。
臣
意
則
与
霊
城
無
異
。
而
洪
鳳
漢

及
左
右
相
意
。
亦
皆
如
此
矣
。
…
…
鳳
漢
曰
。
宰
臣
之
言
雖
是
矣
。
而
今
雖
罷
之
。
非
久
必
復
出
。
若
有
勿
罷
而
除
其
弊
之
道
。
則
不
必
罷
矣
。
臣

聞
銅
雀
江
人
。
則
先
為
折
銭
。
納
于
魚
物
廛
。
魚
物
廛
人
。
既
捧
銭
之
後
。
則
不
為
管
摂
。
許
其
任
為
買
売
。
故
無
受
困
之
事
云
。
使
他
江
亦
依
此

例
為
之
則
似
好
。
而
既
納
税
於
均
庁
。
又
使
折
銭
於
魚
物
廛
亦
難
矣
。
文
秀
曰
。
王
政
無
偏
。
各
廛
皆
有
此
弊
。
而
独
罷
江
廛
。
則
豈
不
称
冤
乎
。

曰
。
臣
意
則
断
然
罷
之
為
宜
。
而
諸
議
既
如
此
。
置
之
好
矣
。

(
)

同
右
、
第
一
〇
九
六
冊
、
英
祖
二
九
年
七
月
一
九
日
。

35

(
)

同
右
、
第
一
一
一
〇
冊
、
英
祖
三
〇
年
八
月
二
四
日
。

36

(
)

同
右
、
第
一
一
一
五
冊
、
英
祖
三
一
年
正
月
一
三
日

37

行
兵
曹
判
書
洪
象
漢
曰
。
…
…
至
於
松
坡
居
民
輩
。
締
結
京
外
中
都
児
輩
乱
廛
之
類
。
誘
引
三
南
及
北
道
・
嶺
東
商
賈
。
皆
聚
会
於
此
。
而
京
人
之

以
乱
売
為
業
。
畏
禁
吏
者
。
亦
往
於
此
。
名
雖
一
月
六
場
。
而
実
則
積
置
各
廛
物
種
於
村
中
。
日
日
買
売
。
以
致
京
市
之
歳
漸
失
利
。
若
不
罷
此
場
。

則
京
市
無
以
為
業
。

(
)

同
右
、
第
一
一
八
〇
冊
、
英
祖
三
六
年
四
月
二
〇
日
、
同
右
、
第
一
一
八
四
冊
、
英
祖
三
六
年
八
月
三
日
、
同
右
、
第
一
一
八
七
冊
、
英
祖
三
六
年

38
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東
洋
史
論
集
四
四

一
一
月
九
日
。

(
)

同
右
、
第
一
一
九
三
冊
、
英
祖
三
七
年
五
月
一
四
日
、
同
右
、
第
一
一
九
四
冊
、
英
祖
三
七
年
六
月
一
一
日
。

39

(
)

同
右
、
第
一
三
一
六
冊
、
英
祖
四
七
年
四
月
二
三
日

40

翼
謩
曰
。
聖
教
及
於
市
廛
。
臣
有
区
区
所
懐
。
敢
此
仰
達
矣
。
近
来
城
中
。
百
物
翔
貴
。
蓋
近
来
無
論
大
小
廛
。
皆
有
都
家
。
欲
貴
則
貴
。
欲
賤
則

賤
。
便
成
中
都
会
。
勒
定
廉
価
。
至
於
小
小
之
廛
。
定
廛
外
不
容
他
人
売
買
。
便
是
専
利
。
其
弊
莫
甚
。

(
)

同
右
、
第
一
三
一
八
冊
、
英
祖
四
七
年
六
月
二
三
日
。

41

(
)

同
右
、
第
一
三
五
〇
冊
、
英
祖
五
〇
年
四
月
二
九
日
。

42

(
)

同
右
、
第
一
三
六
〇
冊
、
英
祖
五
一
年
二
月
七
日
。

43

(
)

同
右
、
第
一
三
七
二
冊
、
英
祖
五
一
年
一
二
月
二
九
日
。

44

(
)

同
右
、
第
一
四
三
一
冊
、
正
祖
二
年
一
一
月
二
三
日
。

45

(
)

『
各
廛
記
事
』
地
「
梨
峴
七
牌
中
都
児
処
永
勿
出
売
事
呈
訴
京
兆
矣
外
廛
不
応
至
於
相
訟
事
」
（
乾
隆
四
六
年
四
月
）。
な
お
同
書
、
人
「
両
処
乱
廛

46
人
逐
散
事
」（
乾
隆
四
六
年
正
月
）
に
よ
る
と
、
崔
景
允
ら
は
楼
院
の
中
都
児
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
)

『
承
政
院
日
記
』
第
一
五
一
五
冊
、
正
祖
六
年
八
月
七
日
。

47

(
)

同
右
、
第
一
五
一
七
冊
、
正
祖
六
年
九
月
二
七
日
。

48

(
)

『
各
廛
記
事
』
天
「
楼
院
店
民
輩
要
在
東
北
路
都
執
物
種
恣
意
乱
売
故
呈
状
圻
営
行
会
楊
州
官
果
有
此
習
則
頭
民
捉
囚
報
営
刑
配
之
意
謄
付
通
衢
後

49
自
楊
州
官
謄
給
事
」（
戊
申
五
月
）。

(
)

『
承
政
院
日
記
』
第
一
六
八
二
冊
、
正
祖
一
四
年
一
〇
月
二
一
日
。

50

(
)

同
右
、
第
一
四
三
三
冊
、
正
祖
三
年
正
月
九
日
、
同
右
、
第
一
四
五
三
冊
、
正
祖
三
年
一
一
月
二
一
日
、
同
右
、
第
一
五
一
〇
冊
、
正
祖
六
年
五
月

51
二
六
日
。

(
)

同
右
、
第
一
六
九
一
冊
、
正
祖
一
五
年
六
月
二
九
日
。

52
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朝
鮮
後
期
の
都
庫
（
山
本
）

(
)

同
右
、
第
一
七
〇
〇
冊
、
正
祖
一
六
年
二
月
三
〇
日
。

53

(
)

同
右
、
第
一
七
一
一
冊
、
正
祖
一
六
年
一
一
月
二
〇
日
。

54

(
)

同
右
、
第
一
八
〇
〇
冊
、
正
祖
二
二
年
一
一
月
一
七
日
。

55

(
)

同
右
、
第
一
九
九
五
冊
、
純
祖
一
一
年
三
月
二
〇
日
。

56

(
)

同
右
、
第
二
〇
八
九
冊
、
純
祖
一
七
年
一
一
月
一
〇
日
。

57

(
)

同
右
、
第
二
二
一
一
冊
、
純
祖
二
七
年
正
月
一
四
日
。

58

(
)

李
炳
天
「
朝
鮮
後
期

商
品
流
通

旅
客
主
人
」『
経
済
史
学
』
六
号
、
一
九
八
三
年
。

59

과

(
)

拙
書
『
清
代
財
政
史
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
。

60

(
)

前
註
（
１
）
金
、
第
五
章
「
京
主
人
の
都
賈
活
動
」。

61


